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水と土 第170号 報文内容紹介

相関法による小口径管路の漏水箇所調査について

青山　仁・田宮義直・高須賀俊之

　パイプラインの漏水調査手法の一つである相関法は，管体を伝播す
る振動波（漏水音）の相互関係から漏水位置を特定する調査手法であ
り，鋳鉄管等の漏水箇所調査においては一般的に実施されているが，
振動波が伝播しにくい小口径樹脂製管路への適用事例は少ない。本稿
では，小口径樹脂製管路における相関法の適用性について検証した結
果を紹介する。
	 （水と土　第170号　2013　P.８　企・計）

国営小田川二期地区における大沢内ため池護岸の
改修事例について

浅利達朗

　国営施設機能保全事業「小田川二期地区」では，平成17年度より国
営小田川農業水利事業で建設された農業用水利施設の改修を実施して
いる。改修予定施設は，機能診断に基づきその施設の状態に応じた改
修方法により長寿命化を図っている。本稿では，貯水の制限を受ける
なかで施工した，ため池の護岸工等設置工事の実施状況について紹介
する。
	 （水と土　第170号　2013　P.	22　設・施）

洪水調整池流入部の水理模型実験について

石村英明・太田知之・松浦正一

　洪水調整池流入部の横越流の設計において，水理計算により流入部
下流端の堰上げ阻害版の形状を決定し，ピークカット流量及び洪水調
整容量の検証を行うため水理模型実験を行った。その結果，計画した
ピークカット流量及び洪水調整容量が確保できないことが判明したた
め，阻害版の形状を改良し，再度，水理模型実験により要求性能を満
たす阻害版形状を求めたので紹介する。
	 （水と土　第170号　2013　P.	32　設・施）

新堰頭首工のストックマネジメントについて

金光晶生・中川　健

　ストックマネジメント事業を効率的に運営し既存農業施設を有効利
用するためには，施設のデータベース化，機能診断のマニュアル化，
対策の標準化が必要と考える。本稿では，新堰頭首工のストックマネ
ジメントにおいてアルカリシリカ反応により劣化した堰柱の調査・診
断・実施設計を行った具体的事例から，マニュアル活用上で直面した
課題とその対策について紹介する。
	 （水と土　第170号　2013　P.	47　設・施）

排水機場（排水樋管）建設工事における
地盤改良について

菅野友昭

　排水機場の排水樋門は堤防としての機能を有しており，軟弱地盤に
おける支持杭基礎の樋門は基礎地盤や周辺堤防に空洞が発生する例が
多いことから，安全性の確保より剛支持形式ではなく柔支持方式で設
計することとなっている。
　本稿では，柔構造樋門として設計した際の基礎地盤の沈下に対する
地盤改良について，設計から施工までの一連の流れについて紹介す
る。
	 （水と土　第170号　2013　P.	14　設・施）

両総地区事業完了に向けての防災体制整備について
－東日本大震災被災経験を糧として－

鈴木元和

　両総農業水利事業所で取り組んだ防災体制整備について，東日本大
震災以前に策定した「業務継続計画」などの防災体制の構築の経緯，
東日本大震災による被災（管水路施設の損傷，受益地域における津波
による塩害など）の状況，被災に対する対応の経緯及び間近に迫る事
業完了に向けて防災体制の再構築への取り組み状況について紹介す
る。
	 （水と土　第170号　2013　P.	27　設・施）

斎
さいぐう

宮調整池建設における環境配慮について

濵田隆明・金子正巳

　斎宮調整池は，二つの既設ため池を統合拡張して新設するもので，
大規模な土地改変となることから，自主的な環境影響評価（自主アセ
ス）を行い，工事に伴う環境への影響を回避・低減等するため，20項
目の環境保全措置を定めて実施した。
		本稿では，斎宮調整池建設において実施した環境保全措置の内容に
ついて紹介する。
	 （水と土　第170号　2013　P.	38　設・施）

平成25年４月13日の淡路島の地震による
ため池の被害

田頭秀和・榎並信行・佐々木俊幸・正田大輔

　平成25年４月13日に発生した淡路島付近の地震による被害ため池の
うち代表的な４個を対象に，地震発生当日から翌々日にかけて被害調
査を行った。本稿では，天端の堤軸方向亀裂と横断方向亀裂，上流面
コンクリート張ブロックの破損やズレ等が確認されたので，その概要
について紹介する。
	 （水と土　第170号　2013　P.	53　設・施）
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大規模地震に対する長大な既設農業用水路の
耐震性調査

竹中一行・大西慶典・渡邊俊介・高橋寛行・佐々木健太

　既設の基幹的農業水利施設，特に長大な既設農業用水路について，
耐震性を効率的かつ定量的に把握する方法は確立されていないため，
各地区で現場の技術者が試行錯誤しながら検討を進めているのが現状
である。本稿ではその簡易な方法について，事例地区を整理，検討し
た結果について報告する。
	 （水と土　第170号　2013　P.	58　企・計）

<技術情報紹介>

施設管理・調査業務支援のための
AR機能を搭載したモバイルGIS技術

山本徳司・重岡　徹

　農業水利施設のストックマネジメントを支援するため，近年急激に
高速化，広域化した通信網とAndroidやiPad，iPhone等に代表される
モバイルPCをフル活用し，現場で作業が可能なオンサイト地理情報シ
ステムの開発により，効率的な施設管理・調査業務支援が可能となっ
たので紹介する。
	 （水と土　第170号　2013　P.	70）

<歴史的土地改良施設>

田沢疏水の歴史
A History of TAZAWA Irrigation Canals

井原昭彦・長根秀一

　田沢疏水左岸幹線用水路の起源は，190年前の江戸時代後期に新田
開発のため計画，造成され，その後放棄された御堰と称された素掘水
路にある。
　本稿では，田沢二期農業水利事業による用水路等の改修事業の開始
を機会に，田沢疏水の歴史を振り返るとともに，仙北平野東部の農業
水利開発の変遷について紹介する。
	 （水と土　第170号　2013　P.	65）

平成25年度農業土木技術研究会研修会開催のご案内
　農業土木技術研究会では、時代のニーズを反映した技術力の向上と会員間の交流を目的として、下記の
予定で「平成25年度農業土木技術研究会研修会」を開催します。プログラムなどの詳細については全国連
盟ホームページ及び別途各都道府県担当者宛に案内チラシを配布致しますのでご覧下さい。

  記
１．日　　時 平成26年1月23日（木）　10時～16時30分
２．場　　所 東京都千代田区北の丸公園2－1　科学技術館　地下2階
 サイエンスホール　TEL. 03－3212－8485
３．参 加 費 会　員　5,000円（機関誌｢水と土｣を毎号購読されている方）
 非会員　8,000円
４．申込方法など ①締め切り　平成26年1月14日（火）
 ②申込み先
 　　東京都港区新橋五丁目34－4　農業土木技術研究会
 　　TEL. 03－3436－1960／FAX. 03－3578－7176
 ③申込方法
 　　ファックスまたはハガキなど書面でお申し込みください。
 ④全国連盟ホームページ　http://www.n-renmei. jp
５．そ の 他 この研修会は農業土木技術者継続教育のプログラム認定を
 受けております。
 継続教育機構会員の方は申込みの際に申込書に会員番号を
 併せてご記入下さい。

科学技術館への案内図・道順
●地下鉄
　・東西線 竹橋駅下車（１Ｂ出口）
　・半蔵門線・都営新宿線　九段下駅下車（２出口）

各駅徒歩約７分 

〔案内図〕

事務局よりお知らせ
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１．Web 検索サービスの開始

　農業土木技術研究会の会員サービスの一環として，平成20年6月よりWeb上で「水と土」の検索サービスを行っ
ております。平成25年3月現在，第1号（昭和45年）から第159号までの各号を検索・閲覧することができます。

２．アクセス

　全国農村振興技術連盟のホームページ（http://www.n-renmei.jp/）の「水と土」のコーナーから，もしくは直
接，検索サービスページ（http://mizutotuti.jp/）を開いて下さい（図−1）。
　以下のトップ画面の「ログイン」をクリックし，ユーザー名（U）及びパスワード（P）を入力（図−2）して
「OK」をクリックすれば，検索画面（図−3）が立ち上がります。
　なお，パスワード等は，不定期に変更する場合がありますので，入力する際は最新号をご覧下さい。

会員向けに「水と土」のWeb検索サービスについて

図－1

図－2
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３．検索

⑴一覧からの選択
　一覧の「図書名」をクリックすると当該号が全てPDFファイルで表示されます。
　また，「目次」をクリックすると，当該号の目次が表示されます。
⑵全文検索
　目次内検索をクリックすると「目次内全文検索」の画面が立ち上がります（図−4）。
　ここでは，全文検索機能を使い，各号「水と土」の目次内にあるキーワードを手がかりに，自分が探したい報文
などの抽出を行います。
　検索方法は以下のとおりです。

図－3

図－4
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　①単一単語検索
　　調べたい単語を一つ指定するだけのもっとも基本的な検索手法です。
　　　例：ダム
　②AND検索
　　	ある単語とある単語の両方を含む文書を検索します。検索結果を絞り込むのに有効です。3つ以上の単語を指
定することも可能です。単語と単語の間に	and	を挿みます。

　　　例：ダム	and	工法
　　andは省略できます。単語を空白で区切って羅列するとそれらの語すべてを含む文書をAND検索します。
　③OR検索
　　	ある単語とある単語のどちらかを含む文書を検索します。3つ以上の単語を指定することも可能です。単語と

単語の間に	or	を挿みます。
　　　例：ダム	or	工法
　④NOT検索
　　	ある単語を含み，ある単語を含まない文書を検索します。3つ以上の単語を指定することも可能です。単語と
単語の間に	not	を挿みます。

　　　例：ダム	not	工法

４．会員申し込み

　トップページの「入会の申し込みはこちらから」をクリックすると入会案内・手続きのページが表示されます。
　ここでは，入会申込みフォームを使ってWeb上での入会申し込みが出来るほか，FAX・郵便用の申込用紙をダウ
ンロードすることが出来ます（PDFファイル）。

図－5
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　昨年暮れの新内閣発足以来，林大臣の指導のもと「攻めの農林水産業推進本部」において，新たな農政の展開方
向の検討が急ピッチで進められている。これに加えて，内閣に「農林水産業・地域の活力創造本部」が設置され，
内閣を挙げて今後の政策の方向性が議論されている。
　検討課題のひとつが担い手への農地の集積・集約化であり，その対応策として「農地中間管理機構」が脚光を浴
びている。農地中間管理機構の源流をたどれば，昭和 40 年，41 年に国会に提出された「農地管理事業団」法案に
たどり着く。構造政策の展開を図るために公的機関の介入により経営規模拡大等を誘導するという画期的な法案で
あったが，参議院で２回とも審議未了となった。公的介入による選別政策が小農切捨てにつながると危惧されたこ
と等が背景といわれる。しかし構造政策推進は時代の流れであり，農地管理事業団法案の趣旨は昭和 45 年の農地法
改正で，農地保有合理化法人（いわゆる都道府県農業開発公社）を設立することに生かされた。その後も農地流動
化や担い手育成の促進のため様々な施策が実施されてきた。最近では平成 21 年の農地法改正で，株式会社の農業参
入への大幅な規制緩和や遊休農地対策の強化が行われている。
　このように農業の構造改革のための施策が段階的に実施されてきているが，一連の施策の流れを見ると徐々に「農
地に対する公的介入」の程度が強まってきているように感じる。もとより農地法で農地転用が規制されており，相
続税納税猶予制度や農地の災害復旧への補助制度など，従来から「農地」には他の私有財産とは異なる特別な地位
が与えられていた。ただし，その特別な地位には「宅地並み課税や大規模災害のような特殊な要因がなければ農家
は農地を農地として使い続ける」との前提条件があり，各種施策もその特殊要因の影響を軽減・排除する範囲内で
講じられてきたと考えられる。
　ところが近年における耕作放棄地の増加は，生産刺激的な補助金が削減された影響も考えられるものの，もはや
農家に任せていたのでは農地を農地として守れないのではないかと危惧される状況となってきた感がある。そこで，
遊休農地所有者に対する勧告など農地制度面からの対応強化や耕作放棄地再生利用交付金等の財政出動が行われて
きている。更に，「農地を農地として維持することに対価を支払う日本型直接支払い」制度の検討が進められており，
農地を維持する責務が農家から国に転じたような激変ぶりを感じる。
　こうなると，農地よりも公共財としての性格の強い農業水利施設の取り扱いも変化せざるを得ないのではないか。
　今後，多様な担い手への農地集積・集約化に向けて関係者が結束して取り組まなければならないが，その担い手
の中には地区外から参入する者や株式会社，場合によっては外国人も含まれるだろう。彼らは借り受ける農地を選
択できるので，他の条件が同じなら維持管理費等土地改良負担金の少ない農地を選ぶだろう。例えば水源を高揚程
のポンプに依存するために維持管理費が著しく高い地区は，外部から担い手が参入するにはハードルが高いだろう。
維持管理費助成制度を充実するか，又は新たな直接支払い制度の算定に地区毎の土地改良負担金を適切に反映する
ことにより，参入条件に大きな差がつかないような配慮が求められるのではないか。
　もっとも，土地改良負担金の額だけが問題なのではない。利水安全度や災害の起こりやすさなども新規参入する
担い手にとってはリスクであろう。計画基準上は「１/10」となっていても，利水安全度は地区毎に異なるのが実
態だし，河川からの取水口での水利権は法定化されていても，地区内の水配分ルールは必ずしも厳密に定められて
いない。土地改良区に支払う経常賦課金以外の担い手が負担すべき水管理労力等についてはなかなか評価が難しい。
今後，農地中間管理機構によって地区外からの担い手参入が一般化するようになれば，こうした水利条件の相違が
不透明なことで参入をためらう事態も考えられる。このリスクを事前に評価することが，新たな直接支払い制度で
の支払額の適切な算定に寄与し，担い手への農地集積の促進に寄与すると考えられるので，農業農村整備部局とし
て研究を進めていく必要があるのではないかと感じている。
（なお，本稿の内容や意見は執筆者個人に属し，農林水産省の公式見解を示すものではありません。）

【巻頭文】

農地集積促進に向けた水利条件の「見える化」

内　海　　　晋＊

	 （Susumu	UCHIUMI）

　＊農林水産省近畿農政局整備部
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２．目的

　小口径樹脂製管路に対する相関法の適用性を検証す
るため，パイプラインの漏水箇所調査を行う。調査対
象は丘陵地形の牧草地に埋設される小口径樹脂製管路
であり，相関法の適用性が不明である。

３．調査対象施設

　調査対象施設は，国営総合農地開発事業「枝幸南部
地区」（昭和 55 年度～平成 11 年度）で整備された畑
地かんがい施設の音標第３号幹線配水路である。（図
−１）
　本地区は，宗谷総合振興局管内の枝幸町及びオホー
ツク総合振興局管内の雄武町にまたがる酪農地帯に位
置し，未墾地の農地造成と既耕地を含めた 3,113ha の
畑地かんがい及び排水改良を行い，経営規模の拡大と
生産性の向上により，農業経営の安定化を図ることを
目的として実施された。

１．はじめに

　パイプラインは，開水路に比べて合理的な水配分が
可能であることや，複雑な地形での路線選定が容易な
ことなどの利点から，かんがい施設への導入が進めら
れてきた。一方で地中埋設物のため日常の点検がしに
くいなど機能保全の観点から課題もある。
　特に，漏水事故は通水機能自体が損なわれ，地域の
営農に多大な損害を与える恐れがあるため，可能な限
り迅速に漏水箇所を特定することが必要である。パイ
プラインの漏水箇所調査はいくつかの手法が知られて
いるが，各調査手法ではそれぞれ適用条件が異なり，
対象となるパイプラインの管種，管径の他，上部土地
利用等を勘案し，適切な手法を選択しなければならな
い。
　今回漏水箇所調査に用いた相関法は，管体を伝播す
る振動波の相互関係から漏水位置を特定する調査手法
であり，適当な条件下であれば，地上附帯施設を利用
して一度に数百ｍの調査が行え，漏水をピンポイント
で特定することが可能である。相関法はこの簡便性の
高さから，上水道等の漏水箇所調査では実績があるも
のの，畑地かんがいなどで用いられる小口径樹脂製管
路への適用事例は少ない。
　そこで，本報告では，枝幸南部地区のパイプライン
において相関法（多点相関法，振動測定法）の適用性
について検証した結果を紹介する。

【報　文】
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相関法による小口径管路の漏水箇所調査について
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　　＊国土交通省北海道開発局稚内開発建設部	
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　相関法には音波振動の違いやセンサーの設置手法に
より，多点相関法，振動測定法，AE法などがある。
いずれの方法も，弁栓にセンサーを設置し，ケーブル
を配線する（有線の場合）だけであるため，作業が容
易である。（写真−２，３）
　また，検知棒を地中に差し込み，管体に接触させた
検知棒にセンサーを取り付ける手法もあり，この場合，
埋設管位置を確認した上での検知棒挿入孔の掘削を要
する。測定に当たり，配管長，口径，配管材質など管
路情報が必要となる。

　漏水箇所からの振動波は，センサーで感知されては
じめてその位置が推定できるが，それぞれのセンサー
で捉える振動波が同一のものであるかどうかは，相関
率を用いて評価する。２点で感知した振動波の相関率
は，完全に一致する場合に 100％，全く一致しない場
合に０％となる。
　これに加え，相関の高い振動波が特定の位置にある
振動波であるかどうか，測定結果の再現性（検知回数）
と，発生源の推定区間（漏水懸念区間）を加味し，表
−１のようにあらかじめ漏水懸念ランクの基準を設定

　今回調査対象とした音標第３号幹線配水路は，口径
75mmの硬質塩化ビニル管，延長 1,430.30 ｍのパイプ
ラインである。
　音標第３号幹線配水路は，町道沿いに配置されてい
るが，車両の通行は少なく，車両通行で生じる振動が
測定値に影響を及ぼす弊害はほとんど無い状態であ
る。（写真−１）

４．相関法

　今回漏水箇所調査に用いた相関法は，管体を伝播す
る振動波の相互関係から漏水位置を特定する調査手法
であり，管水路を伝播してくる振動波（漏水音）を，
漏水箇所を挟むセンサーでとらえ，漏水箇所から各セ
ンサーまで伝播する振動波の時間差から漏水地点を特
定する方法である。

　図−２において，センサー１とセンサー２の設置間
隔をＤ，各センサーで捉える振動波の到達時間を t1，
t2 としたとき，漏水箇所とセンサー２の距離Ｌは，以
下の式（1a）で表すことができる。

写真－１　音標第３号幹線配水路の埋設位置

図－２　相関法による漏水箇所特定のイメージ

ここで，V: 伝播速度，Td: 遅れ時間（t1−t2）

写真－２　相関式漏水探査機　センサー

写真－３　センサー設置状況
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６．調査結果

（１）事前調査
　施設管理者への聞き取り調査および，現地踏査を実
施した。現地踏査では，管路上の漏水による地表面へ
の滞水，陥没の有無の目視確認を行ったが，漏水して
いると疑わしい箇所は確認できなかった。
　また，この時，付帯施設と曲点工に対し音聴棒を用
いて漏水音の有無について補足的に調査したが，明確
な異常音は捉えられなかった。
（２）多点相関法による漏水区間の絞り込み
　多点相関法による調査は，音標第３号幹線配水路全
体を３区間に分けて実施した。（図−４）一つの調査
区間は，500 ｍ程度とし，連続する空気弁工等の附帯
施設４箇所にセンサーを設置して，センサー間の測定
は４回行い，１回の測定は 60 秒間行った。

　１区間につき，４箇所のセンサーを設置することか
ら測定するパターンは６パターンとなり，６パターン
×４回＝ 24 回の測定を行い解析した。

　調査した３区間について，それぞれの区間ごとに解
析した結果，漏水懸念ランクＢ：１箇所，Ｃ：６箇所，
Ｄ：２箇所という結果を得た。漏水懸念ランクＡにつ
いては計測されなかった。

し，これに準じて計測結果を整理した。この基準は，
過去にダクタイル鋳鉄管などパイプラインに対する相
関法の調査実績から検知精度をランク分けしたもので
ある。

　ここで，検知回数ｎは，各ランクで規定する相関率
が検知された回数であり，本調査においては１調査区
間当たり 24 回の測定により解析を行った。また，漏
水懸念区間Ｌは，その検知箇所が分布する範囲である。

５．調査内容 

　音標第３号幹線配水路における漏水箇所調査は，最
初に聞き取り調査，現地踏査等の事前調査を実施する。
その後，多点相関法により全路線に対し漏水が疑われ
る区間を絞り込み，その漏水懸念区間で流量調査を行
うことで漏水の有無を確認する。結果，漏水があると
推定される区間に対しては，センサー設置間隔を更に
短くした振動測定法による調査を重ねて実施し，漏水
懸念箇所の確認を行うこととした。（図−３）

表－1　漏水懸念ランクの基準２）

図－３　漏水調査のフローチャート

図－４　多点相関法で設定した調査区間

図－５　４箇所のセンサーで測定する相関のパターン
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　附帯施設と検知棒によるセンサーの設置間隔は最小
７ｍで合計 12 パターンの計測を行ったところ，漏水
懸念ランクＣ：２箇所，Ｄ：２箇所という結果を得た。
これらの懸念区間は，１箇所を除いて多少の差異は有
るものの，初めに行った多点相関法の調査と重複する
場所であった。（図−８）

（４）漏水確認調査（試掘 ･流量調査）
　多点相関法および振動測定法で検知した，漏水懸念
箇所を包括する区間について上下流の流量差を確認し
たところ，当該箇所では漏水が発生していないことが
判明した。
　改めて，上流区間の多点相関法による調査で漏水懸
念ランクＣであった場所を含む，図−９の試掘１と試
掘４の区間で流量計による流量差を測定したところ，
193 ｍ間での漏水の発生が推定された。
（５）振動測定法による詳細調査
　漏水確認調査（試掘 ･流量調査）により漏水が推定
された区間を対象に，振動測定法による詳細調査を実
施し，漏水箇所を特定するため，図−９に示す試掘１
から試掘４の４箇所で管体を露出させた上で，セン
サーを直接管体に設置して調査を実施した。

　調査の結果，試掘１から試掘２の区間で漏水懸念ラ
ンクＢ：１箇所，Ｄ：１箇所，試掘２から試掘３の区
間で漏水懸念ランクＢ：１箇所，Ｄ：１箇所という結
果が得られた。

　図−７に漏水懸念ランクＢの相関波形の一例を示す。

　ここで，相関波形の横軸は，２つのセンサーを設置
した距離を表し，両端がその設置位置である。縦軸は，
２つのセンサーでとらえた振動波の相関を表し，グラ
フの山が高いほど相関性が大きく，その位置から特定
の振動波が発生している可能性が高いといえる。この
場合の相関率は 73.0％となっている。
（３）振動測定法による漏水箇所調査
　多点相関法により漏水懸念ランクＢ～Ｃとなる箇所
が，複数区間検知されたという結果を踏まえ，この中
から更に漏水区間を絞り込むため，調査区間②におい
て検知された漏水懸念箇所を対象として，振動測定法
による調査を行った。この際，検知棒を地中に差し込
み，先端を管体に接触させた検知棒に対してセンサー
を取り付けることで，より短いセンサーの設置間隔で
相関を確認した。（写真−４）

図－６　漏水懸念箇所位置図（多点相関法の調査結果）

図－７　漏水懸念ランクＢ　相関波形

写真－４　検知棒とセンサー設置状況

図－８　振動測定法のセンサー設置位置と漏水懸念箇所

図－９　試掘位置
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　しかしながら，附帯施設を利用した多点相関法では
複数の漏水懸念箇所が検知され，１箇所に絞り込むこ
とは出来なかった。検知された漏水懸念箇所は上水道
が並列配管されていたり，曲点工が存在する場所であ
り，その水流音を振動波として検知した可能性が考え
られ，実際の漏水音と検知された振動波には明確な差
異を見出すことは出来なかった。
（２）振動測定法の適用性
　今回の調査により，75mmの小口径樹脂製管路で現
地踏査や音聴調査で漏水箇所の目処がつかない条件下
では，①管路を約 70 ｍの間隔で区切り，検知棒を用
いた振動測定法により開削区間の優先順位を定め，②
優先順位に応じ開削を行い，管体にセンサーを設置し
た振動測定法で漏水箇所を特定する，という２段階の
手順を踏んだ調査手法が有効であると考えられる。
　検知棒を用いた振動測定法では，開削前に漏水箇所
の特定に至らなかったが，この手法は比較的簡易に漏
水懸念箇所を調査することが可能である。この調査法
を 70 ｍ間隔で実施することにより，漏水懸念箇所か
ら開削区間の優先順位が定められる。この優先順位を
踏まえて，管体にセンサーを設置する振動測定法を行
うことで，全体の開削回数を少なくし，漏水箇所を特
定出来る可能性がある。
　本調査では最終的に67mの間隔で開削して管体に直
接センサーを設置することで漏水箇所を特定した。こ
の結果から，75mmの小口径樹脂製管路パイプライン
において振動測定法で漏水箇所を特定するには，開削
して直接センサーを管体に設置する必要があるといえ
る。このとき，開削による調査間隔は約 70 ｍが妥当
と想定される。
　今後，この調査間隔を前提とした漏水箇所調査を行
う場合，出来るだけ開削回数を少なくすることが重要
である。
（３）漏水懸念ランクの適用性
　漏水地点を含めた多点相関法，振動測定法，振動測
定法の検証において検知された漏水懸念箇所の漏水懸
念ランクがそれぞれの調査方法により異なる結果で
あったことや，漏水地点以外の区間の調査においても，
多点相関法と振動測定法とでは検知された漏水懸念ラ
ンクが異なる結果となったことは，調査区間内に設置
するセンサーの数及びセンサー間の距離の違いによる
要因が大きいことが想定される。（表−２）

　この結果を受け，試掘１と試掘２の間に検知された
漏水懸念ランクＢの範囲で漏水を確認するため，試
掘を行った。この際に試掘箇所の上流側からの湧水
が認められたため，その方向に掘削を進めたところ，
No.6+6.00 において管体破損による漏水が確認された。
　振動測定法の検証のため，再度試掘１から試掘２，
試掘１から漏水箇所近傍，漏水箇所近傍から試掘２の
区間の３パターンで 12 回の測定を行ったところ，漏
水箇所から上流 9.5 ｍの区間で漏水懸念ランクＢの結
果を得た。
　また，同区間において，通水量を増大させて再度計
測したところ，漏水箇所から上流 0.2 ｍの区間で漏水
懸念ランクＣという結果が得られた。
　以下，図− 10 に，試掘１と試掘２にセンサーを設
置した際に得た相関波形を示す。

　相関波形では，漏水箇所の上流 9.5 ｍの地点で振動
波を相関率 69.9％で検知しているが，この振動波は漏
水に起因する上流側の振動を捉えたものと考えられ
る。
　図− 11 に，試掘１と漏水箇所近傍間にセンサーを
設置した際に得た相関波形を示す。

　この場合の相関率は 77.2％と比較的高い数値を得て
いる。
　一連の調査により漏水に起因する振動波を捉えたの
は，67 ｍの間隔で，管体に直接センサーを設置した条
件で行った振動測定法であった。
　試掘２から試掘３の区間で検知された漏水懸念箇所
については，漏水箇所（No.6+6.00）補修後の水張り試
験により漏水が無いことを確認したことから，漏水以
外で発生する振動波を検知した可能性が考えられる。
　
７．考察

（１）多点相関法の適用性
　今回，付帯施設にセンサーを設置した多点相関法で
漏水懸念箇所を概定した後，これを確認するため，セ
ンサー設置間隔を狭めた振動測定法により漏水箇所を
特定するという流れで調査を行った。

図－10　振動波を捉えた相関波形（試掘１～試掘２）

図－11　漏水箇所を捉えた相関波形（試掘１～漏水箇所近傍）

表－２　漏水地点付近の漏水懸念箇所検知結果
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　多点相関法及び振動測定法は，漏水地点で発生する
振動波（振動音）をセンサーで捉えて解析するもので
あり，本調査で行っている樹脂製管路のように振動波
が伝わりにくい材質の場合，漏水地点を挟んだセン
サー間距離の長短により，センサーで捉えられる振動
波（振動音）の数量や伝わる時間に対する影響が考え
られ，今後の調査においては，センサー間の距離も考
慮した漏水懸念ランクの基準を定める必要性があると
考えられる。
　さらに，今回の調査で用いた漏水懸念ランクの基準
はダクタイル鋳鉄管や鋼管など振動が伝わりやすい材
質での漏水調査実績からランク分けした基準であるこ
とから，今後，樹脂製管路の漏水調査実績を積み重ね，
漏水懸念ランクの基準について検証 ･修正を行ってい
く必要がある。

８．おわりに

　本研究により得られた知見として，検知棒を用いた
振動測定法により，対象路線全体の試掘優先順位を決
めるという手法を提案したい。
　今後，漏水があるがその場所が不明であるパイプラ
インに対し，この手法による漏水箇所調査を行うこと
で，その実用性について更なる知見が蓄積され，より
確実な漏水箇所特定調査の手法となることを期待した
い。

１）	相関式漏水探査機を用いた漏水箇所調査におい
て，距離と振動波が伝播する時間から求められる
一般的な概念としての相関式である。

２）	本調査において漏水箇所調査を実施した調査会社
が，過去にダクタイル鋳鉄管や鋼管での相関法に
よる調査実績から検知精度をランク分けしたもの
を，本調査の樹脂製小口径管路での相関法による
漏水箇所調査に準用したものである。
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２．地盤改良の必要性

　樋門の構造形式は，地盤の沈下への対応特性から柔
構造樋門と剛支持樋門に区分できる。
　堤防内に設置される樋門の構造形式は，地盤あるい
は基礎の沈下・変位に追随し，周辺堤防に悪影響を与
えることが少ない柔構造樋門とすることを原則とす
る。杭基礎等を用いた剛支持樋門は，函体周辺の空洞
化や堤防のクラック発生等によって堤防機能を損なう
おそれが高いことから，特殊な制約条件がある場合を
除いて適用してはならない。
　樋門の基礎形式は，地盤の残留沈下量，樋門の構造
特性及び周辺堤防への影響などを考慮して検討し，原
則として直接基礎または柔支持基礎を選定する。
　直接基礎における地盤の残留沈下量の許容値の目安
は５cm程度以下とすることが望ましく，地盤の残留
沈下量が５cm程度を超える場合及び地盤対策を行っ
てもそれを超える場合は，柔支持基礎とする。
　柔支持基礎には，基礎地盤が無処理，あるいは地盤
改良を行って浮き直接基礎とする場合や浮き固化改良

１．はじめに

　本地区は，宮城県の北東部に位置し，一級河川北上
川及び旧北上川に囲まれた輪中地帯で，石巻市及び登
米市にまたがる約 3,200ha の県内有数の穀倉地帯であ
る。昔から排水不良で度々湛水被害を受けており，昭
和 28 ～ 44 年度にかけて実施された県営かんがい排水
事業等により排水機場が建設され，湛水被害の軽減に
寄与してきた。しかし，造成後 40 ～ 50 年が経過し，
施設の老朽化が著しいこと及び営農形態（水田の畑利
用）の変化等により，豪雨時には湛水被害が増大して
いることから，本事業により排水計画を見直し，排水
機場の改修を行い湛水被害及び維持管理費の軽減を図
るものである。
　本事業で改修する排水機場は後谷地排水機場と鶴家
排水機場の２機場あるが，現在先行して進めている
後谷地排水機場については，排水量が 12.3m3/s から
20m3/s となり，洪水時は一級河川追波川を経由して北
上川へ排水していた排水形態を一級河川北上川に直接
排水する計画としている。また，新しい機場及び排水
樋門・樋管の位置の選定については，民家密集地や河
川の曲線部を避けるほか経済性等も考慮し，既設機場
より数 100m上流側に移設する（写真−１）ことから，
一級河川堤防内に排水樋門・樋管を新設する必要が生
じ，それに係る各種検討において，地盤改良を行うこ
ととなった。
　本稿では，排水樋門の基礎部の地盤改良における設
計から施工までの一連の流れについて述べる。
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混合処理工法」が適している工法となる。
　「深層混合処理工法」には，「機械撹拌工法」，「高圧
噴射撹拌工法」等があるが，樋管基礎に多くの実績が
あり，経済的に安価である「機械撹拌工法」とし，ま
た，機械撹拌工法にも「粉体系（DJM）」，「スラリー
系（CDM）」等があることから，樋管基礎として実績
が多く，施工機械が小さくより経済的な「粉体系機械
撹拌工法（DJM工法）」を採用した。（図−３）

　次に深層混合処理工法において，残留沈下量が
30cm以内に収まる改良厚を検討した。
　検討の結果は表−１のとおりであり，地盤改良厚は，
As2 層（第２砂質土層）を支持層とする 12.0m を採用
した。

　※改良厚 11.0m の場合でも残留沈下量は 30cm以内
であるが，Ac2 層は軟弱層で実際にどのような挙動を
示すか不明であることから，支持層として不採用とし
た。
　地盤対策後の結果，残留沈下量は 30cm以内となり，
相対変位量や支持力の照査についてもすべてを満足す
る解析結果が得られた。（図−４）

体基礎や浮き杭基礎によって沈下を抑制する場合など
の樋門の沈下を許容する基礎全般が含まれる。
　基礎地盤の残留沈下量が許容残留沈下量 30cmを超
えない場合は無処理でよいが，超える場合は地盤対策
を実施し許容残留沈下量以下とする必要がある。
　樋管計画地の地盤は，函体床付面からN値が 50 以
上の層までの層厚は約 55m 程度と深く，沖積世の粘
性土と砂質土が存在しており，上から第１粘性土層（N
値：２），第１砂質土層（N値：５），第２粘性土層（N
値：３），第２砂質土層（N値：19），第３粘性土層（N
値：９）で構成されている。（図−１）
　このような地質状況から，残留沈下として即時沈下
と圧密沈下が発生すると予想される。

　現況地盤で残留沈下量の計算を行った結果，許容値
30cm を超える結果となった（図−２）ことから，地
盤対策を検討した。

３．地盤改良工法の選定

　地盤対策工の一般的な目的としては，圧密沈下の抑
制，せん断変形の抑制，漏水防止，液状化の防止等様々
であるが，地盤改良工法の概略選定表によれば「深層

図－1　地質断面図

図－２　無処理地盤の残留沈下量

図－３　DJM工法概要図

表－１　改良厚と残留沈下量（DJM工法）

図－４　地盤対策後の残留沈下量
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　※改良厚 11.5m の場合でも残留沈下量は 30cm以内
であるが，施工時支持力が許容値を満足することがで
きないこと及びAc2 層（第２粘性土層）は軟弱層で実
際にどのような挙動を示すか不明であることから，支
持層として不採用とした。
　※地震により，約 50cm の地盤沈下が発生し，地層
も 50cm沈下したものとして考えており，樋管敷高は
地震前後で変わらないことから，改良厚が 50cm増加
している。
　地盤対策後の結果，残留沈下量は 30cm以内となっ
たほか，相対変位量や支持力の照査についてもすべて
を満足する解析結果が得られた。（図−５）

　セメント系固化材の配合計画は，改良体に必要とさ
れる現場改良目標強度と必要添加量との関係から求め
ることとした。
　改良体の設計基準強度は，樋門の最大地盤反力以上
として quck ＝ 200kN/m2 とした。室内試験一軸圧縮強
度との安全率はパワーブレンダー工法協会の技術資料
より，永久施設利用の場合は 0.3 ～ 0.5 とされている
ことから，中間値の 0.4 とした。
　quck ＝ 200kN/m2 ／ 0.4 ＝ 500kN/m2

　以上より，室内試験により一軸圧縮強度が 500kN/
m2 となる添加量を設計添加量に決定した。
　改良対象土は粘性土とし，一軸圧縮強度 500kN/m2

となる添加量は図−６より，115kg/m3 とした。

　これらの内容で，河川管理者からの同意も得て，早
期に施工する予定だったが，平成 22 年度末の東北地
方太平洋沖地震（以下，「地震」という。）による地殻
変動により設計の見直しが必要となり，平成 24 年度
に着工となったところである。

４．地盤改良工法の再検討

　平成 24 年度の施工に向けて，地震による地殻変動
を踏まえた設計の見直しを行う過程で，地盤改良工法
についても再度検討を行った。
　近年，地盤改良工法の技術革新により，バックホウ
の先端にトレンチャ式撹拌混合機を装着し，現位置の
地盤とセメント系固化剤を強制撹拌混合し固化する
「浅層中層混合処理工法」が登場した。（写真−２）

　施工機械にバックホウを用いるため施工性がよく，
経済性にも優れ，改良可能深度は平成 21 年度までは
10m程度であったが，施工が延期となった数年の間に，
最大改良深度が 13m程度までの実績が確認された。
　本基礎工の改良深度は 13m程度であり採用可能で
あることから，浅層中層混合処理工法及び深層混合処
理工法の比較検討により，「DJM工法」よりも経済性，
施工性に優れる「浅層中層混合処理工法」の「パワー
ブレンダー工法」を採用することにした。
　工法を変更したことにより，大幅なコスト縮減及び
20 日間の工期短縮が図られた。また，河川協議におい
ても工法の変更が認められた。

５．パワーブレンダー工法の設計計画

　３項で検討したDJM工法と同様に表層混合処理工
法において，残留沈下量が 30cm以内に収まる改良厚
を検討した。
　検討の結果は表−２のとおりであり，地盤改良厚は，
As層を支持層とする 12.5m を採用した。

写真－２　パワーブレンダー工法

表－２　改良厚と残留沈下量（パワーブレンダー工法）

図－５　地盤対策後の残留沈下量
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　以上より，地盤改良を実施した対策後の結果は表−
３のとおりであり，地盤改良の平面計画，縦断計画，
横断計画は図−７，図−８，図−９のとおりである。

図－６　セメント添加量と一軸圧縮強さ

表－３　地盤対策後の検討結果

図－８　地盤改良図（平面図）

図－７　地盤改良図（縦断図）
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ためと施工上必要なテーブルフロー値から適切な改良
材量と水セメント比を決定する。
　テーブルフロー試験結果（図− 10）より，目標値を
120mmとした。

　テーブルフロー試験より求められた水セメント比は
表−５のとおりである。

　次に表−５の水セメント比から，室内配合試験に用
いる水セメント比を設定する。
　水セメント比を設定するにあたり，テーブルフロー
値を一定に確保してバラツキの少ない改良体を造成す
ることを目指し，試験を実施した。なお，固化材が水
和反応に消費する吸水率（量）は，地盤改良マニュア
ルにより 36％とした。
　これらを踏まえ，混練水量から吸水量を引いた純加
水量を固定し，各添加量の吸水量と合算した混練水量
を添加量で除した値が水セメント比となり，表−６の
ように設定した。

６．パワーブレンダー工法の施工管理

　本計画により当該工事を発注し，平成 24 年 10 月に
契約を行い，２ヶ年国債工事（国土交通省への支出委
任工事）で現在鋭意施工中であり，地盤改良工法自体
は，発注者側で指定しているものではないが，実際の
施工もパワーブレンダー工法で実施され，地盤改良は
平成 25 年７月に了したところである。
　以下は施工時の試料採取から配合計算を経て改良後
の強度確認までの流れと結果である。
（１）試料採取
　現場において，地盤改良を実施する試料を採取する。
試料採取はボーリングにより行い，堤頂部分１箇所に
て実施し，上から堤防盛土部分を混合土①，その下の
粘性土層を混合土②，その下の砂粘土層を混合土③と
した。
　採取した試料の物性値は表−４のとおりである。

　※混合土①は堤防盛土部分で樋管床付面の改良には
関係ないことから，以降除外した。

（２）水セメント比の設定
　パワーブレンダー工法は，改良全深度までの土層を
天地変えする撹拌工法であるため，ある程度の流動性
を持たせ，撹拌による品質確保を図る必要があり，原
位置土の湿潤密度と改良深度の増加によるトレンチャ
への負荷抵抗を低減させて安定した撹拌混合を行うた
め，原位置土の湿潤密度と改良深度及び撹拌混合の直
後における改良土の望ましい流動値（テーブルフロー
値）の関係を定めている。また，改良強度を確保する

図－９　地盤改良図（断面図）

表－４　採取試料土の物性値

図－10　テーブルフロー試験結果

表－５　目標フロー値に対する水セメント比
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に高炉セメントＢ種を採用することとした。経済比較
の結果は表−９のとおりである。

（６）配合の決定
　前項までの配合結果及び経済比較より，固化材添加
量及び水セメント比は表−10のように決定した。なお，
テーブルフロー値は 120mmを確保した。

（７）施工
　これまでの検討結果をふまえた施工を行うにあたり，
改良強度及び改良位置・深度の施工管理が重要となる。
　改良位置は，パワーブレンダー機械上部に GPS ア
ンテナを設置し，内部に設置された GPS 機械にて，
改良深度についてもトレンチャ先端にセンサーがあ
り，現在の改良深度を常に確認でき，オペレーターが
位置・深さを確認しながら作業を行うことができるこ
とから，精密な施工管理が行える。（写真−３）
　強度については，セメント注入量を確認しながら（写
真−４）撹拌作業を行う。

（３）配合計算
　それぞれの現場混合土について，前述で決定したセ
メント添加量及び水セメント比で配合計算を行った。
合わせて固化材の種類についても高炉セメントＢ種の
ほか，経済性の妥当性の検証のため，特殊土用固化材
でも比較を行った。
　混合土②及び混合土③の配合計算書は表−７のとお
りである。

（４）一軸圧縮試験（事前）
　前項の配合により，供試体を作成し，材齢 28 日で
一軸圧縮試験を実施した。
　それぞれの供試体において，セメント添加量と強度
の関係をグラフ化し，目標強度 500kN/m2 となるセメ
ント添加量を推定した結果は表−８のとおりである。

（５）改良材の決定
　前項で決定した固化材ごとの添加量により，材料単
価を考慮した経済比較を行った結果，高炉セメントＢ
種が経済的であることから，混合土②・混合土③とも

表－６　試料土の添加量と水セメント比

表－７　配合計算書

表－８　固化材別目標強度添加量

表－９　固化材ごとの経済比較

試料土 
添加量 

(kg/m3) 

混練水量 

(kg/m3)

純加水量 

(kg/m3) 

水セメント比

( )は改め 

混合土② 196 363 71 185%(180%)

混合土③ 149 197 54 132%(130%)

表－10　決定した配合量

写真－４　セメント注入量の確認

写真－３
パワーブレンダー
機械内部の装置
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（８）一軸圧縮試験（事後）
　施工後，改良強度を確認するため，試料を採取し一
軸圧縮試験を実施した。
　一軸圧縮試験は，改良範囲全体で 12 箇所行い，１
箇所当たり３供試体を採取し，平均強度を求めた。
　結果，すべての改良箇所において設計基準強度
200kN/m2 を満足した。結果は，表− 11 のとおりであ
る。

※区割り位置は図− 11 参照
※施工図は図− 12 参照

表－11　一軸圧縮試験結果

図－12　地盤改良図（施工図）

図－11　供試体採取箇所図
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で，改良深度 13m までは経済的にも優れた工法であ
ることは確認できたが，今後の課題として，施工時に
おける深度毎の砂質土，粘性土の変化への対応が挙げ
られると考える。
　本文をまとめるにあたり，貴重な施工に係る資料提
供とご指導・ご助言を頂いた工事関係者に心より感謝
申し上げます。
　施工状況及び完成写真参照。（写真−５～ 10）
	
【参考文献】
１）	パワーブレンダー工法協会技術資料：パワーブレ
ンダー工法協会

２）	配合試験報告書，一軸圧縮試験結果，圧縮強度品
質管理図表，施工写真，工事図面：施工者（㈱奥
村組）より提供

３）	柔構造樋門設計の手引き：㈶国土技術研究セン
ター編

４）	セメント系固化材による地盤改良マニュアル：社
団法人セメント協会

７．おわりに

　施工後の一軸圧縮試験では，ほとんどが設計基準強
度（200kN/m2）の５倍（1,000kN/m2）以上の強度が
出る結果となった。これは，パワーブレンダー工法が
施工基面から改良深度までを均一に強制混合攪拌する
浅層・中層混合処理方式のため，改良部分の砂質土の
混合割合変化が大きく強度に反映された結果と考え
る。
　多くのボーリング調査により，詳細な地層状況の把
握ができない堤防部での施工においては，やむを得な
いことであり，今後のパワーブレンダー工法の課題
と言える。しかしながら，設計基準強度（200kN/m2）
の 1.5 倍（300kN/m2）程度の場所も数箇所あり，室内
試験の目標一軸圧縮強度（quck）をパワーブレンダー
工法協会の技術資料の安全率を用いて『200kN/m2 ／
0.4 ＝ 500kN/m2』と設定したことは，妥当であったと
考える。
　パワーブレンダー工法は，狭隘な場所の施工が可能

写真－５　施工前 写真－８　施工後

写真－７　施工状況（近景） 写真－10　プラント

写真－６　施工状況（全景） 写真－９　パワーブレンダー機械
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平成 17 年度から国営小田川二期農業水利事業として
ダム，揚水機場，幹線水路並びにため池等を対象に改
修事業を行い，用水の安定供給と施設の維持管理の軽
減を図り地域農業の維持及び農業経営の安定を図るこ
ととしている。
　主な工事の概要は次のとおり。
　・小田川ダム
　　　堤体保護工等改修及び管理設備等改修	 １　式
　・ため池
　　　護岸工改修，取水設備改修	 ３カ所
　・揚水機場
　　　ポンプ改修等	 ２カ所
　・頭首工
　　　ゲート等改修	 ３カ所
　・幹線用水路
　　　部分又は全面改修	 ４路線

３．大沢内ため池の改修方針

　大沢内ため池（堤高 8.2m，有効貯水量 1,510 千 m3，
計画取水量 1.26m3/s）からの用水は蒔田揚水機場掛か
りの第５号幹線用水路に合流のうえ補給用として幹線
用水路掛かり受益約 1,010ha に配水されている施設で
ある。（図−１）
　大沢内ため池は昭和７年に護岸が土地改良区により
築造され，昭和 55 年に国営小田川農業水利事業で取
水工が築造されている。
　護岸堤防部は国道（339 号）と兼用の公用道路とし
て利用されている。また，ため池堤体，貯水池，流域
全体は芦野池沼群県立自然公園に位置づけられ，景観
への配慮を考慮することとされている。
　本ため池は平成15年度～16年度に機能診断を行い，
平成 18 年度に地質調査並びに基本設計，平成 19 年度
に実施設計を行い，平成 20 年度，平成 21 年度並びに
平成 23 年度に工事実施をしている。

１．はじめに

　国営施設機能保全事業小田川二期地区（平成 23 年
度に国営かんがい排水事業から移行）では，「国営小田
川農業水利事業」（昭和 41年度～平成元年度）で建設
された農業用水利施設を改修する事業を実施している。
事業実施にあたっては施設の機能診断に基づいて改修
範囲を区分し，その施設の状態に応じた改修方法により
施工を行い長寿命化が図られる様に行っている。
　本稿では，当該事業で改修計画としている，ため池
３カ所の内，護岸工の改修工事に関して貯水の制限を
受けるなかで既設護岸の前面に基礎改良等を行いつつ
新設護岸を設ける計画並びにこれらを実施した大沢内
ため池の施工内容について紹介するものである。

２．事業の概要

　本地区は青森県の津軽平野の北西部に位置し，日本
海に面する十三湖に合流している一級河川岩木川下流
部の右岸側に展開する五所川原市並びに中泊町にまた
がる沖積平野地帯で，この一帯は傾斜が 1/100 未満が
大部分を占める低平地の水田地域である。
　地区の営農は稲作が中心となっており転作田には大
豆，麦及び野菜等を組合せた複合経営がなされている。
　この地域のかんがい用水は古くから河川，ため池等
に依存していたが，恒常的な用水不足をきたしていた
ことから国営小田川農業水利事業により，ダム，頭首
工，用排水機場並びに幹線水路等の築造並びに整備が
なされた。
　その後，経年変化により施設の老朽化が進行し，管
路からの漏水あるいは施設の不具合発生頻度の増大に
伴い施設管理に支障をきたす事態を招いたことから，

【報　文】
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（２）機能診断関係
　①機能診断は護岸工のコンクリート躯体を主に図−
２のとおり行った。

　②既設護岸工における診断調査結果による評価は，
表−１のとおりであった。

（３）ため池の改修方針
　診断調査結果による評価においては「改築」が必要
と判定された。
　護岸表面には，水平方向及び鉛直方向に連続した，
開きの大きなひび割れが全体的に発生しており，コン
クリート護岸としての一体性が失われており，堤体盛
土荷重，輪荷重を支える擁壁としての機能が失われつ
つある。
　また基礎の沈下が全範囲にわたり生じ，ため池とし
ての必要天端標高が確保できておらず，堤体全体の安
定度に関しても現在の地震係数を与えた場合に不安定
と判定されたことから，基礎の改良と併せて護岸工の
全面改修を行うこととした。

４．護岸工の設計並びに基礎対策

（１）護岸工の改修設計の基本的な考え方
　護岸は大沢内ため池の堤体の一部として，波浪によ
る堤体の浸食防止機能及び洪水を一時貯留し堤体下流
への洪水被害軽減のための防災機能を有している。ま
た，堤体天端部は国道と兼用されており，護岸工は国
道の池側護岸工として社会的機能も有している。
　以上の点から計画する護岸は基本的に現路線とし，
路線配置に関しては，①施工性が図れるように平面的
な変化点を少なくするように計画，②護岸天端嵩上げ
に伴う盛土区間は国道敷きに入らないように池側にシ
フトする，③既設取水設備の躯体部の全面には構造物

（１）施設状況
　堤体規模は延長約 347m，堤高 8.2m で中央部に取水
施設（スライドゲート３門：平成 21 年度に全面改修
済み），右岸側には側水路式の洪水吐，護岸工はコン
クリート擁壁構造で堤体敷きは２車線の国道敷地とし
て供用されている。
　現況ため池の護岸状況は，既設コンクリート表面の
ひび割れ，表面のすり減り，骨材の露出などが見られ，
一部に欠損あるいは沈下があり，これらが進行してい
る状況にある。（写真−１，２）

図－１　大沢内ため池と第5号幹線用水路との関連路線図

写真－２　既設護岸状況⑵

写真－１　既設護岸状況⑴

図－２　護岸工のコンクリート躯体の診断フロー

表－1　既設護岸工の診断調査結果
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を農業用ため池として利用されている。
　２）地質概要
　	　大沢内ため池周辺の地層は第四紀更新統の鶴ヶ坂
層及び立山層を基盤岩として分布し，表層部は第四
紀完新統の段丘堆積物，谷底平野堆積物及び沖積低
地堆積物で被われ，大沢内ため池の堤防中央部の地
質（図−４）は沖積低地帯における深度 20m 前後
まで軟弱なシルト，粘土及び泥炭等（N値で 0～ 10
前後，自然含水比は 33％～ 82％，介在している腐
食土層 285％と高含水比）分布され護岸工設計にあ
たっては，現況地盤の支持力評価を行ったうえで基
礎対策を行うこととした。
　３）現況地盤の支持力評価
　	　地盤の許容支持力度（qa）の算定は以下に示すテ
ルツアーギーの支持力重ね合わせ公式を用いて検討
を行った。

　　ここで，常時：qa=1/3・qu　地震時：qa=2/3・qu
　	　現況の許容支持力度の算定に用いる粘着力 Cは
コーン貫入値を基に以下で設定した。
　　C=qc/10　より　qc はコーン貫入値で 360kN/m2

　から粘着力Cは 360/10=36KN/m2　とする。
　	　現況地盤の支持力評価は粘着力 Cをテルツアー
ギーの支持力重ね合わせ公式に与えて，計画する擁
壁高のケース毎（H=3.57m ～ 7.3m）で求めた許容
支持力（qa）は，護岸工計画における地盤への構造
物荷重（地盤反力ｑ）の値を下回る結果（表−２）

を避けた護岸路線として計画した。
（２）護岸構造の選定
　護岸構造の選定に当たっては，既設護岸を全面存置
とする場合と全面撤去とする場合を含めた，大型ブ
ロック積，現場打もたれ擁壁，盛土工法，大型カゴ枠，
コンクリート矢板，鋼矢板工法における複数の候補に
ついて施工性並びに経済性等の比較検討を行い，既設
護岸工は全面存置とすることが最も有利と判定し，図
−３に示す大型ブロック積（既設護岸全面存置＋前面
抑え盛土（ブロックマット）＋背面盛土）で行うこと
で計画した。なお，景観への配慮として積ブロックは
化粧を施している。

（３）基礎対策
　１）地形概要
　	　大沢内ため池を含むこの一帯の地形は砂礫台地で
形成された金木台地内に属し，岩木川の小支川が形
成した谷底平野が数多く，これらの谷底平野の一部

図－３　大型ブロック積施工標準図

図－４　地質縦断図
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表－２　現況支持力の判定結果

表－３　地盤改良後の粘着力における判定

　７）地盤改良の施工結果
　	　設計強度に対する地盤改良後の現場強度（一軸
圧縮強度 qu）は表−４のとおりで，目標とする設計
強度は全てクリアされた。（材料はセメント系固化材）

　8地盤改良施工時に生じた国道舗装盤への影響
　	　地盤改良全延長約 367m のうち１年目 269m 施工
した直後にため池護岸中央部付近の国道路面の縦断
方向に沈下並びに水平変位によるクラックが生じ
た。沈下は最大 41mm，水平移動最大 40	mm で，
既設護岸及び池側の道路路面に影響を及ぼした。原
因として①有機質系の軟弱層（含水比 285％）が広
範囲に分布され強制撹拌で軟弱地盤の強度が一時的
に低下し，地盤の緩みが生じたことによる既設地盤
の「引き込み」状態（図−５）が生じたと推測した。
　	　対策として，①動態観測の継続，②「隣接区割り」
の地盤改良は５日間程度間をおいて開始，③区割り
施工順番の見直しを行うこととした。これらの対策
により，影響は軽減された。

から，地盤改良により粘着力C値を上げ支持力の増
を行う計画とした。

　４）地盤改良必要粘着力
　	　前項で求めたケース毎の地盤反力（q）の値から
逆算を行い，必要粘着力を設定した。
　	　求めた粘着力 Cはケース毎（壁高毎）に 80 ～
120KN/m2 の範囲で設定した。（表−３）

　５）地盤改良設計強度の設定
　	　地盤改良の設計強度は，一軸圧縮強度 qu= ２C　
より（C は 80 ～ 120KN/m2）160 ～ 240	KN/m2 で
設定した。なお，現場施工管理では現場 /室内の強
度比はパワーブレンダー工法（原位置土と改良材を
鉛直方向に機械撹拌する工法）では 0.3 ～ 0.4 から，
quf=（160 ～ 240	KN/m2）÷ 0.3=530 ～ 800	KN/m2	
を目標強度として添加量を設定した。
　６）地盤改良深度
　	　地盤改良の深度は着低部（地盤改良の下端部）の
N値より以下で設定した。
　　① 	N 値３以下の軟弱層は原則として地盤改良す

る。（写真−３，４）
　　②	盤改良部はN値 =４～ 20 程度の地層に着定さ

せる。
　　③		②により難い場合は未着定型（浮き基礎型）と

する。
　　以上から，改良深は，
　　　・護岸左岸側：	N 値４～５の地層に着定とし，

改良厚は 5.2m～ 6.0mとした。
　　　・護岸中央部：	N 値２～５の軟弱層が約 17m

と厚く，分布より地盤改良工法
は着定させる支持杭型は経済性
で不利なので浮き基礎タイプと
し，改良厚は 7.7m ～ 9.9m で設
定した。

　　　・護岸右岸側：	N値 10～ 30の地層に着定とし，
改良厚は 3.7m～ 3.8mとした。

　　	　なお，護岸の計画天端高は改修後の荷重増加に
よる沈下量を考慮して，護岸高＋余裕高（中央部
最大 40cm を見込む）を見込んだ計画護岸高を設
定した。

写真－３　パワーブレンダーによる地盤改良

写真－４　完成後の護岸（大型積ブロック）

表－４　地盤改良後の現場強度
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ため池内に設けた工事用道路沿いに仮締切りを設
置した。

　・	仮締切高は 10 月１日～ 12 月 31 日間の過去 10 ヶ
年の最低水位＋１月の過去の最大水位上昇量に越
流水深＋余裕高より EL=6.6m で計画した（仮設
道路高はEL=4.5m）。

　　	また，ため池内の最低水位を確保しつつ，洪水等
の流下に備えて排水量は 0.435m3/s（1/2 確率）が
流下できるように仮排水路を設置した。

　・	仮締切りは３年間の長期の安定性に耐え，更に経
済性より軽量鋼矢板（3B −５型 L=6.0m）とし，
全て購入として施工した。

（３）施工
　	　施工は１年目に仮締切りの軽量鋼矢板を打設し同
時に工事用道路の造成（一部路体の地盤改良も施工）
を行い，護岸工の基礎処理の地盤改良は全体の約７
割を施工し，護岸工は全体の約２割弱の施工を終え，
２月初めからの貯水開始により仮設施設は残し貯留
を行い，２年目及び３年目の工事では残りの地盤改
良並びに護岸工の施工を実施して，その間，仮設締
切り内の工事施工には影響無く仮設の撤去等を終え
無事に予定どおり完成された。（写真−５，６）

６．おわりに

　今回，実施した護岸工施工は貯水開始の関係で工事
期間が 10 月～翌年の１月までの４ヶ月間と短期間に
完成させなければならないことから施工の段取りが重
要となった。施工期間中には，降雨，集中豪雨による
洪水あるいは降雪，暖気による不意の流入等施工時の
予期しない事態に対して，いかに安全にかつ確実に施
工を進めるかが課題であったが，事前の仮設計画を含
めた段取りと施工手順等がほどよく進められた結果か
ら工事は関係者の努力により無事に完成がなされた。
　また，地盤改良では新設護岸工の荷重増による沈
下量（護岸施工の翌年の平成 21 年度に中央部で最大
19mmの沈下が生じ，平成 20 年度は 10mm程度の沈
下が生じたものの現在は変化は見られず）とは別に道
路路面に対して地盤改良工による「引き込み」と見ら
れる沈下等が生じ，道路管理者にご迷惑をおかけし
た。沈下は施工後も完成堤防等で動態観測による監視
を行い１年目及び２年目の段階で沈下が見られたもの
の（沈下に伴う道路補修工事は道路管理者と協議を行
い復旧済みである）現時点では収束されている。
　当地区の事業は計画どおり順調に推移し平成 24 年
度末で約８割の事業進捗となっており，今後は予定し
た残事業を行いつつ，平成 23 年度に移行した国営施
設機能保全事業（平成 30 年度まで）において突発的
な補修工事等への対応が可能なので，施設管理の負担
軽減に寄与できるものと期待がされている。

５．ため池貯水等の制限を受ける中での施工

（１）制約条件
　・	かんがい期間及び貯水時期から工事期間は 10 月
１日～翌年１月 31 日まで。

　・	工事期間中は魚類，周辺環境に配慮してため池内
は最低水位を確保し，洪水流下時に工事施工に支
障が生じないように配慮が必要。

　・	全体工期は３ヶ年から貯留により池敷き内仮設施
設（道路及び仮締切り）は単年度毎に残すので，
存置に耐える仮設施設の検討。

（２）仮設工の内容
　・	ため池内には護岸施工に用いる工事用道路（幅員
4.5m ～ 5.5m，延長約 600m）を配置し，軟弱な路
体部は厚さ 0.5mの地盤改良を行った。

　・	一時貯留等による工事用道路の湛水防止用として，

写真－６　仮締切状況

写真－５　仮締切内施工状況

図－５　既設地盤の「引き込み」概念図
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災が再び襲った場合，十分な対応を行い得るかどうか
不安視している。
　一方，関東農政局にとっても，事業完了地区の防災
体制の整備が関東農政局全体の課題となっている。
　このような状況の中で，事業完了を見越した関係機
関との連携による防災体制の構築に向けて，当事業所
では，様々な状況を想定しての防災訓練を繰り返し実
施するなどの努力を行っている。
　本報文は，当事業所の東日本大震災以前の防災体制
の構築の取り組み，東日本大震災による被災状況と対
応の経緯，事業完了に向けての防災体制の整備の取り
組みについて報告する。

２．東日本大震災以前の防災体制構築の取り組み

　首都圏では，発生の可能性が指摘されている首都直
下地震に対応するため，平成 17 年９月に中央防災会
議で決定された「首都直下地震対策大綱」において，
発災時の首都中枢機能の継続性を確保するための計画
を中央省庁等において策定することが首都直下地震対
策として位置付けられた。さらに，平成 19 年６月の
中央防災会議において，中央省庁における計画策定の
ガイドラインが内閣府から報告され，各省庁において
計画の策定を推進することとされた。これを受けて農
林水産省では平成 20 年３月に「農林水産省業務継続
計画」を策定した。
　また，同計画において，首都圏に所在する地方支分
局も計画を策定することとなったため，関東農政局で
は，平成 22 年２月に「関東農政局業務継続計画」を
策定した。
　そして，平成 22 年度，関東農政局の国営事業所では，
首都直下地震に備えるため，事業所毎に「業務継続計
画」を作成する取り組みが行われた。
　その中で，当事業所においても「業務継続計画」を
作成する取り組みを行ったところであるが，実際に作

１．はじめに

　国営かんがい排水事業両総地区の防災体制の整備
は，平成 22 年度に関東農政局の指導のもと，首都直
下地震に対応するための「業務継続計画」（ＢＣＰ：
business	continuity	plan）を作成するところから本格
的なものとなった。
　そして，奇しくも「業務継続計画」作成直後の平成
23 年３月 11 日に，我が国全体の防災体制の根本的見
直しを迫ることとなる東日本大震災が発生した。
　当地区は，受益地域において震度５強の地震による
管水路への被害と津波による塩害の被害を受けた。約
18,000ha に及ぶ早場米生産地域において田植え時期が
迫る中，一部区間が千葉県南部の房総半島地域全体に
上水，工水を送る重要なライフラインでもある管水路
が地震による被害を受けたことは，非常に衝撃であっ
た。
　しかしながら，震災対応においては，「業務継続計
画」など一通りの防災体制の整備が行われていたこと
から，スムーズな初動体制を構築することができたた
め早期の被災復旧が可能となり，当地区の農業用水及
び上工水の供給に大きな影響を与えなかったことは特
筆すべきことであった。
　東日本大震災後も，引き続きこの経験を踏まえて防
災体制の整備を進めているところであるが，国営事業
が平成 25 年度に完了することから，両総農業水利事
業所閉鎖後の防災体制については，施設を管理する千
葉県及び両総土地改良区にとっては大きな課題となっ
ている。特に，現地において施設全体を実質的に管理
する両総土地改良区は職員数約 50 名の我が国でも屈
指の大土地改良区であるが，東日本大震災クラスの震
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管水路化改修を行う事業であり，東日本大震災発生時，
南部幹線用水路の末端部を除いて幹線用水路の新設・
改修はほぼ完了していた。）

　そのため，被災当初は，各所の地表水の湧出や管水
路上の道路，農地の沈下や亀裂箇所の点検に追われ混
乱を極めたところであるが，点検の結果，通水に支障
があると確認された箇所は，北部幹線用水路副水路（２
箇所），東部幹線用水路（３箇所）の５箇所であった。（な
お，後日，南部幹線用水路の通水テスト終了 11 日後に，
南部幹線下流部において１箇所確認された。）その被
災の程度については，スラストブロックの継目部で管
の継ぎ手が一部離脱した東部幹線用水路の１箇所を除
いていずれも管水路自体の大きな異常は外見されず，
管継ぎ目部の広がりによる漏水であり，内面バンドに
よる補修が可能なものであることが推定された。
　なお，管水路の被災箇所は，国営事業で新設した北
部幹線用水路副水路及び東部幹線用水路の低平水田部
に埋設された箇所がほとんどであるが，受益地域全体
で震度５強の地震が観測されているものの液状化の特
徴である大規模な噴砂などの現象が見られなかったた
め，広域的な液状化の発生はなかったものと考えられ
た。しかし，漏水地点以外でも地表水の発生や管水路
上の道路，農地で多くの亀裂が見られため，管水路及
びその周辺全体が地震により動揺したものと推定され
た。また，唯一，管の継ぎ手が離脱した東部幹線用水
路の箇所は，河川横断サイホン出口部のスラストブ
ロックの曲がり管との接合部であり，スラストブロッ
クのコンクリート巻立部に地震の震動により大きな荷
重が発生し，継ぎ手の一部離脱に至ったものと推定さ
れた。（写真−１）
　一方，受益地域の九十九里海岸沿岸地域（千葉県山
武市蓮沼海浜公園付近）では，海岸に沿う幅 200mの
保安林の土塁を超える津波はほとんどなかったもの
の，海岸へのアクセス道路などの土塁の切れ目や海岸
へ流れ込む河川の河口からの海水の遡上による被害が
発生した。津波の遡上による塩害は約 550ha（うち受
益地域内は約 270ha）に及び，その除塩のため大量の

成してみると，災害時の対応及び平常時の防災体制の
構築についての細部までを「業務継続計画」に掲載す
ることは困難であることが明らかになったため，「業
務継続計画」には基本事項を掲載し，災害時対応の細
部については「両総農業水利事業所緊急時等点検要領」
に，また，平常時の防災体制の構築については「両総
農業水利事業所防災体制整備要領」にそれぞれとりま
とめた。（「両総農業水利事業所緊急時等点検要領」と
「両総農業水利事業所防災体制整備要領」は，平成 23
年度に「両総農業水利事業所防災業務計画」として統
合。）
　そして，平成 22 年９月１日に「両総農業水利事業
所防災業務計画」，「両総農業水利事業所緊急時等点検
要領」，「両総農業水利事業所防災体制整備要領」から
なる防災体制を整備し，同日に，これらの計画，要領
に基づき，震度６弱の地震の発生を想定した事業所防
災訓練を実施した。さらに，この防災訓練の結果を踏
まえ，計画，要領の見直しを行った。
　また，防災訓練の中で，災害発生時には関係機関と
の連携の必要性が明らかになったため，新たに「両総
地区防災体制に関する覚書」を関係機関である千葉県
山武農業事務所両総用水管理課及び両総土地改良区の
三者で取り交わすこととした。（「覚書」には，平成 24
年に両総用水の共同事業者である水資源機構房総導水
路管理所も加入。）
　一方，大災害発生時の施設復旧などの工事実施には
迅速な契約手続きが必要であることから，関東農政局
の指導のもと「両総農業水利事業所緊急応急工事実施
要領」も定めた。
　こうして，平成 22 年 12 月，当事業所の防災体制が
整備されたところである。
　そして，あの運命の日，平成 23 年３月 11 日の東日
本大震災を迎えることとなった。
　当事業所の防災体制をまさに直前の時期に整えてい
たことは，東日本大震災における災害対応において僥
倖であったことは言うまでもない。

３．東日本大震災時の被災の状況と被災対応

　当地区は，受益面積約 18,000ha を有するとともに，
幹線用水路の上流端から末端までの距離は約 60kmに
も及んでいる。（図−１）東日本大震災では，当地区
はほぼ全域で震度５強の地震が観測された。
　被災当初の様相は，揚水機場，分水工等の施設や構
造物では軽微なクラックの発生程度であったが，幹線
用水路では管水路からの漏水が疑われる地表水が各所
で見られ，管水路上の道路，農地に沈下や亀裂の発生
が多数見られた。（当地区は，北部幹線用水路副水路
及び東部幹線用水路を管水路で新設するとともに，北
部幹線用水路主水路の改修及び南部幹線用水路の全線

図－１　両総地区土地改良施設概要図



—　　—29 水と土　第 170 号　2013

良区と連携調整を行ったうえ，第一次の施設点検に出
発するという極めて迅速な行動を生み出していた。
　また，東日本大震災直後の施設点検においては，携
帯電話及び固定電話が通じない状況であったが，主と
して充水作業に使用するために購入していた小型無線
機（14 台）が有効に活用された。
　そして，被災日は金曜日であったが，週末の土日曜
日には更なる点検と部分的通水試験を行い，翌月曜日
の段階で概ねの復旧作業の見通しを得ることができ，
また，その週末には通水可能範囲での部分通水を再開
した。
　それでも復旧工事から充水作業，通水テストに掛け
ての作業は極めてタイトなものであり，現場において
しばしば地元の方から「いつ田植えができるか」と尋
ねられ，緊迫した状況の中で一日一日の作業を進めた
ところであった。
　その結果，復旧作業については，管路に充水されて
いた水の排除，管内調査，資材の調達などに時間を要
したため，作業の本格化に至るまでには概ね２週間掛
かったが，北部幹線用水路副水路（バイパス水路）を
除いては，被災から約１ヶ月で作業を終えほぼ全面通
水を再開し，最終的には４月 27 日までに完全復旧と
なった（写真−２）。
　そして，受益地域全体の田植えがほぼ例年通り行え
たことは，当事業所職員及び関係機関の努力の結実で
あると言える。
　一方，九十九里浜沿岸の塩害地域においても，代か
きと排水を繰返し行う除塩作業に必要な用水を関係者
の努力により確保でき，除塩作業が順調に行われ，ほ
ぼ平年に近い田植作業ができたことも，被災時期及び
被災の状況を考えれば特筆に値するものである。
　いずれにしろ，当地区の震災対応が順調に行えたの
は，前年度に行った一連の防災体制の整備や防災訓練
の成果であることは疑いのないところである。

用水を必要とした。なお，この地域での津波の遡上に
ついては，河川における海水の遡上距離約８km，最
大浸水深地表 1.79 ｍ，海岸保安林の土塁上の遡上点標
高ＴＰ．5.7 ｍなどの調査結果が報告されている。
　この被災において，３月 11 日というかんがい開始
の準備期間の時期であったことは，東日本大震災によ
る被災対応にとって重要なことであった。ちょうど充
水作業期間であり，当事業所職員は両総土地改良区と
連携して管水路の充水作業を行っていたところであっ
たため，充水作業の現場作業から施設点検へとスムー
ズに作業の移行が行われ，迅速な施設点検から復旧作
業へと展開することが可能となった一つの要因であっ
た。
　しかしながら，受益約 18,000ha 全体の田植えを間近
に控える時期に被災を受けたことは，復旧作業の時間
的余裕がほとんどないという厳しい状況を惹起してい
た。
　また，当地区が早場米生産地域であること，及び当
地区の取水源である利根川両総水門から北部幹線用水
路，栗山川疎水路までは，水資源機構房総導水路との
共同事業として千葉県南部の房総半島地域全体の上
水，工水のライフラインになっていることがさらに局
面を重大なものにしていた。
　このような状況の中，前年度に「業務継続計画」を
定めていたこと，関係機関の連携を確認し早急な工事
発注の手続きまでも定めていたことは，復旧作業にお
いて大きな力となった。
　特に，前年９月に防災訓練を行っていたことでス
ムーズな初動対応ができ，施設点検から復旧作業へと
続く一連の流れの起点として，その効果は絶大なもの
であった。
　実際，被災時には，筆者自身も当事業所職員各人も
前年９月の防災訓練時を想起し，パニックにならず落
ち着いた対応ができ，被災の 45 分後には両総土地改

写真－１　管継ぎ手部（φ1,350）の離脱状況
	 （東部幹線用水路）

 写真－２　内面バンド施工状況（北部幹線用水路副水路）
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関係を当事業所閉鎖後も継続するため，新たな覚
書を現在の覚書をベースに千葉県山武農業事務所
両総用水管理課が中心となって作成する。

　④様々な状況に対応するための防災訓練の実施
　　	　当地区の場合，利根川の水を大口径のポンプで
揚水しており，訓練のみのためのポンプやバルブ
の操作は不可能であるため，以下内容の訓練を中
干し期やかんがい終了時期などに合わせ，本年度
中に複数回に分けて実施することとする。

　　　ア）	大流量通水時の緊急操作訓練及び施設機能
確認テスト

　　　イ）夜間緊急連絡訓練
　　　ウ）	地震の際の施設点検実施時に異常を発見し

た場合の対応訓練
　　　エ）	地震発生による通信途絶状態での施設点検

訓練
　⑤	両総土地改良区職員の当事業所常駐による施設管
理情報の円滑な引継ぎ

　　	　本年度，両総土地改良区職員２名を当事業所内
に常駐させ，施設管理情報の円滑な引継ぎを行う
とともに，両総土地改良区職員の技術能力の向上
を図ることとする。

　⑥幹線用水路の現状の記録及び再点検，補強
　　	　事業完了後の施設管理予定者である千葉県及び
両総土地改良区への施設管理の全面的な引継ぎに
先立ち，九十九里平野の地盤沈下は収束傾向にな
いことから，将来の維持管理及び被災の際の点検
の基礎資料とするため，主要施設の水準測量を実
施して現状を把握するとともに，低平水田部に埋
設した東部幹線用水路については，管水路を空虚
化して内部点検を行い，管の継目間隔が一定値を
上回っている場合は漏水（地下水流入）が確認さ
れなくても，内面バンドを施工するなど予防的措
置を実施する。

　また，この他の取り組み上の課題として，被災時の
対応のための資材の備蓄の問題がある。東日本大震災
時に当地区の復旧がスムーズに行い得た大きな理由の
一つに，内面バンド用の資材を迅速に手配できたこと
が挙げられる。事業完了後に同様な災害があった場合，
今回同様迅速な手配が可能であるか不安のあるところ
である。水資源機構においては，組織全体として災害
対応のための資材を全国の各所に配置しており，実際，
その資材が活用され，迅速な被災対応が行われた事例
もあり，我々も参考とすべき事例と考える。

６．おわりに

　奇しくも東日本大震災発生の同年度に行われた首都
直下地震の発生を想定した一連の当事業所防災体制の
整備は，その年度末の田植え時期前というクリティカ

４．東日本大震災以降の防災体制の整備

　上述のとおり，当事業所における迅速な震災対応は，
地元関係者から多くのお礼の言葉を頂くなど一定の評
価を得るものであったが，震災対応中には防災体制に
多くの不備な点も発見された。
　また，東日本大震災時の痛烈な経験により，当事業
所職員を含めた各機関の関係者の防災意識は非常に高
まることとなった。このことから，東日本大震災後も
引き続き防災体制の充実を図る作業が行われ，この経
験を踏まえたブラッシュアップが継続されている。
　防災訓練においては，より精度を高め，より厳しい
状況を想定した実践的なものにレベルが向上された。
　また，衛星電話の導入や震災時に通信が途絶する中
で一定の効用のあった無線機についても，新たな利用
方法の確認テストや情報伝達訓練なども行った。
　さらに，関係機関との覚書についても，新たに共同
事業者である水資源機構房総導水路管理所が加わると
ともに，関東農政局などの外部関連機関との関係の確
認も行った。
　地域の関係者の全てが，東日本大震災の経験により
防災意識が非常に高まったことから，日常的にこれら
防災体制を充実させる作業が日々積み重ねられるよう
になったことは，東日本大震災の与えた大きな教訓の
賜物である。

５．事業完了に向けての防災体制の整備の取り組み

　当地区の国営事業は間もなく事業完了を迎え，当事
業所は閉鎖となるが，千葉県，両総土地改良区など地
元関係者による施設管理は事業完了後も半永久的に続
くものであることから，地元独自の力で施設管理，防
災対応が行えるよう当事業所存続期間中に両総土地改
良区などの実力を高めておくことは，事業完了を控え
た緊喫の課題と言える。
　そのため，当事業所では様々な取り組みを行ってお
り，主な取り組みは以下のとおりである。
　①主要施設の操作手順書の作成
　　	　当地区の受益面積は約 18,000ha，主要施設と
して揚水機場３箇所，排水機場１箇所，総延長
70kmに及ぶ幹線用水路（大口径管水路）と全体
として極めて大規模なシステムであるため，主要
施設の操作手順を明確にして徹底するよう，主要
施設の緊急時対応を含む操作手順書を作成する。

　②土地改良区版業務継続計画の作成
　　	　両総土地改良区の防災能力を向上させるため，

土地改良区版業務継続計画を当事業所の業務継続
計画をモデルに両総土地改良区自身で作成する。

　③関係機関の新たな防災に関する覚書の作成
　　	　現在の関係機関の覚書による防災に関する協力
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ルな時期に発生した東日本大大震災により，整備直後
にその効用を試されるところとなった。
　「備えあれば憂いなし」の格言のごとく，備えたも
のが確実に生かされることは，東日本大震災の体験を
通じた実感であった。また，震災対応の経験を通じ，
関係者の全てが高い防災意識を持ったことは，今後の
防災体制の整備にあたっては大きな糧である。
　今後の農業農村整備事業においては，ストックマネ
ジメントが大きな位置を占めることとなるが，防災も
また，ストックマネジメントの一部または独立の分野
として重要な分野になるものと考えられる。
　この一文が，今後の国営事業地区における防災体制
の構築に資するものとなれば幸いである。
　本報文の作成にあたり，多くの貴重な御示唆を頂い
た関東農政局整備部各位及び播磨所長はじめ両総農業
水利事業所職員各位に深く謝意を表する。
　最後に，東日本大震災で命を失われた多くの方々に，
心から哀悼の意を表するとともに，現在も厳しい状況
におかれている方々にお見舞いを申し上げ，一日も早
い震災からの復興を祈念するものである。
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２．岸渡洪水調整池について

　庄川左岸農地防災事業において計画されている岸渡
洪水調整池は，岸渡排水路に横越流型の流入工を設け
て，調整池の下流の流下制限流量を超えないために洪
水のピークカットを行うとともに，分流量を計画調整
容量に収めるものである。洪水調整量は，1/15 確率雨
量時に想定されるハイドログラフから算定している。
（図−３）
　・ピーク流量：12.137m3/s
　・分流量（ピークカット流量）：8.991m3/s
　・計画調整容量（総分流量）：	71,000m3

１．事業の概要

　国営「庄川左岸地区」は，富山県西部の砺波平野に
位置し，一級河川庄川から一級河川小矢部川に向かっ
て形成された平均地形勾配約 170 分の１の扇状地で，
高岡市，砺波市，小矢部市，南砺市にまたがる農地面
積約 6,200ha の地域である。本地域の営農は，稲作を
中心に水田の畑利用による大麦，大豆を組み合わせた
複合経営を展開しており，県内でも有数の農業地帯で
ある。本地区の農業用用排水施設（用排水兼用水路）
は，昭和初期から県営かんがい排水事業等により順次
造成整備され，扇状地の扇頂部に位置する庄川用水合
口堰堤で庄川から農業用水を取水したあと，地区内の
排水を受けながら樹枝状に分岐・合流を繰り返し小矢
部川へ排水している。しかし，近年の都市化の進展は，
降雨の地下浸透や，洪水貯留機能を持つ農地を減少さ
せ，その結果，同じ降雨量でも洪水量（地下に浸透し
ない量）は従来よりも増え，ピーク流量が増大した。（図
−１，２）
　このため，庄川左岸農地防災事業では，排水路の新
設や改修に加えて，洪水調整池の新設により，排水を
一時貯留し，洪水流出のピークカットにより，湛水被
害から農地を保全する計画としている。
　本稿では，洪水調整池流入部について，水理模型実
験により検証を行い，その構造を決定したので紹介す
る。

【報　文】

目　　次

洪水調整池流入部の水理模型実験について

石　村　英　明＊　太　田　知　之＊＊　松　浦　正　一＊＊

	 （Hideaki	ISHIMURA）	 （Tomoyuki	OOTA）	 （Masakazu	MATSUURA）

５．総合検討		 ……………………………………… 36
６．工事実施		 ……………………………………… 36
７．おわりに		 ……………………………………… 37

１．事業の概要		 …………………………………… 32
２．岸渡洪水調整池について		 …………………… 32
３．水理模型実験計画		 …………………………… 33
４．水理模型実験		 ………………………………… 34

　　＊北陸農政局庄川左岸農地防災事業所	

　　　	 （Tel．0763−32−1210）
　＊＊NTCコンサルタンツ㈱　東京支社	

　　　	 （Tel．03−3357−6133）
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３．水理模型実験計画

３．１　実験目的
　水理模型実験は，岸渡洪水調整池における原設計の
流入工（横越流堰）において，以下の事項を検証する
ことを目的とした。
　　①	ピーク流量（12.137m3/s）流下時における，ピー

クカット（分流量 8.991m3/s）の流出可否。
　　②	計画洪水波形に対する総分流量について，計画

調整容量（V=71,000m3）の貯留可否。
３．２　相似律
　開水路の流れや堰の越流は，重力の影響が支配的で
あって，水の粘性や表面張力等の影響は非常に小さい。
このため，模型と実物との力学的相似関係は，実物と
模型のフルード数を等しくする，フルードの相似法則
を適用して実験を行った。
３．３　模型縮尺
　模型縮尺の検討に当たって，以下の項目を考慮した。
１）水深規模
　越流堰の実験では，水の粘性や表面張力の影響を避
け，越流係数の相似性を満たすためには，経験上，越
流水深は２～３cm程度以上となるように模型の縮尺
を選定することが必要である。本水理模型実験におい
ては，ピーク流量（12.137m3/s）流下時の堰の越流水
深（実物値）が 0.22 ｍであり，模型値で２～３cm程
度以上の水深を確保し得る模型縮尺は 1/10 程度とな
る。
２）流速規模
　水の粘性や表面張力の影響を無視できる条件として
は，上記の水深規模に加えて，乱流域（レイノルズ数
が 104 オーダー）とした。
３）流量規模
　模型上の流量規模の検討は，給水施設規模による制
限もあるが，給水の安定（模型の水位と給水槽の水位
の定常化）のために，模型上の流量は，20ℓ/s ～ 50
ℓ/s が取扱も容易で一定流量を保つための所要時間も
短縮でき，実験上有利と考えた。
　これらを踏まえ，模型縮尺と模型諸量を対比すると
表−１のとおりとなる。この結果より，模型縮尺は
1/10 とした。（写真−１）

　また，この洪水調整は自然調節（人為的操作管理
を必要としない）で行われる施設として計画してお
り，100 ｍの横越流型流入工を設置するとともに流入
工下流端に阻害版を配置し，阻害版による堰上げ背水
により水位を上昇させて，調整池に流入させる構造と
なっている。（図−４，５）しかしながら，本流入工は，
100 ｍにおよぶ長い横越流堰であり，流入時の越流係
数は，水理計算や公式等では把握が困難である。この
ため，水理模型実験により，所要のピークカット量の
流出可否，並びに調整容量の貯留可否の検証を行った。

図－３　岸渡洪水調整池　洪水調整計算ハイドログラフ

図－４　岸渡洪水調整池平面図（模型実験再現範囲）

図－５　流入工下流端阻害版（原設計形状）断面図
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験時の流入堰下流端（阻害版位置）水位は，阻害版に
よる堰上げ効果が小さく，等流水深よりも低く現れた。
この結果，流入堰下流端での越流水深（越流量）は，
流入堰下流設計値よりも実験値の方が小さく現れ，想
定していた流量の分流ができない状況となった。即ち，
所要の分流特性を確保するためには，流入堰下流端で
水位の堰上げ高さを大きくする必要があると判断し，
阻害版形状を改良した実験を試行し，最適な阻害版形
状を検討した。

３．４　実験内容
１）分流特性の検討
　ピーク流量（12.137m3/s）を流下させ，流入工によ
る分流量を計測し，分流特性を検証する。
２）洪水調整機能の検討
　ハイドログラフを再現し得る複数流量で定常実験を行
い，各流量に対する分流特性（流入量～分流量～流下量
の関係）から洪水調整計算を行い，洪水調整量が計画
調整容量（V=71,000m3）を上回らないことを確認する。

４．水理模型実験

４．１　原設計形状における分流特性の検討
　水理模型実験の結果，原設計形状においては，ピー
ク流量（Q=12.137m3/s）流下時の分流量は，「設計値
8.991m3/s」に対して，「実験値 6.442m3/s」であり，ピー
クカット量は，実験結果と設計値で大きく異なった。
（図−６，写真−２，３）
　この要因は，設計時に想定した流入堰下流端（阻害
版位置）での水位が等流水深であったのに対して，実

表－１　模型縮尺と模型諸量の比較

写真－１　岸渡洪水調整池流入部　模型全景
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図－６　流入堰縦断水面形　設計値と実験値の違い（ピ−ク流量流下時）
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を大きくするためには，さらに通水面積を縮小する阻
害版形状とする必要があると考えた。このため，阻害
版の改良形状としては，「通水面積を 60％阻害する形
状（改良案１）」，「通水面積を 70％阻害する形状（改
良案２）」および，下部に開口部分を有する「角落と
し構造（改良案３）」について改良実験を試行する方
針とした。（表−２）

４．３　改良形状における分流特性の検討
　各改良案について，水理模型実験を行った結果，「改
良案１」では，ピーク流量時の分流量は，「実験値
8.012m3/s」（設計値 8.991m3/s）であり，所要のピーク
カット機能を満足しない結果となった。一方，「改良
案２」では，ピーク流量時の分流量は，「実験値 9.040
m3/s」（設計値 8.991m3/s）であり，所要のピークカッ
ト機能を有することが判明した。また，「角落とし構
造（改良案３）」については，ピーク流量時のピークカッ
トが可能となる開口高さを，水理実験で試行した。こ
の結果，開口部の高さを 0.4 ｍとした場合，ピーク流
量時の分流量は「実験値 9.012m3/s」（設計値 8.991m3/s）
が得られ，所要のピークカット機能を有することが判
明した。（表−３）
　このため，「改良案２」，および，「改良案３」形状
について，洪水ハイドロを再現し得る複数流量で定常
実験を行い，流入特性の検証を行った。

４．２　阻害版の改良形状の検討
　阻害版の形状については，維持管理の観点から，排
水路底に堆砂等が生じないように，シル等の水路底を
塞ぐ形状を避け，水路上部の通水を阻害する形状とし
ている。改良形状についても，この設計思想を踏襲し，
水路上部の通水を阻害する阻害版形状を検討した。
　原設計案形状の阻害版では，通水断面積のうち 46％
を阻害する形状であったことから，水位の堰上げ高さ

写真－２　越流状況（上流から）
（原設計	Q=12.137m3/s）

写真－３　末端部越流状況（下流から）
（原設計	Q=12.137m3/s）

表－３　改良形状における分流特性の実験結果

 原設計形状 
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表－２　改良形状実験ケース
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５．総合検討

　水理模型実験の結果，流入工末端に，「通水面積を
70％阻害する阻害版（改良案２）」，および，「開口高
さ 0.4 ｍの角落とし構造（改良案３）」を設置した場合，
分流特性，並びに洪水調整容量に対して，所要の機能
を有し，かつ，自然調節が可能であることが検証され，
最終的には，この２案の型式より施工性や維持管理面
で優位な角落とし構造とした。

６．工事実施

　工事実施に当たっては，試験貯留の実施（全閉状態
で強制的に越流させる）及び洪水調整池より下流部の
今後の洪水流下能力の改善を見越した対応（下流の通
水能力が改善されれば，阻害版の開口部を大きくして，
計画以上の洪水にも対応可能）となるように角落とし
ゲート方式からスライドゲート方式に変更し，流量調
整機能を与えた。（写真−４，５）

４．４　洪水調整機能の検討
　所要の分流特性が検証された２案について，ハイド
ログラフを再現し得る複数流量で定常実験を行った。
対象流量は，以下の通り 18 流量を設定し，詳細に洪
水ハイドロを再現した。（図−７）

（１）改良案２（阻害版）による流入特性の検証
　改良案２の模型に，各種流量を流下させた時の分流
量を計測し，調整池への洪水調整容量を算出した。こ
の結果，計画容量 71,000m3 に対して洪水調整容量は
71,608m3 と算出された。このため，計画容量とほぼ同
程度の洪水調整機能を有すると評価した。（図−８）

（２）改良案３（角落とし）による流入特性の検証
　同様に，水理実験を行い，調整池への洪水調整容量
を算出した結果，計画容量 71,000m3 に対して洪水調整
容量は 70,944m3 と算出され，計画容量とほぼ同程度の
洪水調整機能を有すると評価した。（図−９）

図－７　洪水ハイドロを再現するための実験対象流量

図－８　改良案２（阻害版）の実験結果（洪水調整容量）

図－９　改良案３（角落とし）の実験結果（洪水調整容量）

写真－４　延長100ｍの横越流部（下流から）

写真－５　下流端堰上げゲート（下流から）
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７．おわりに

　岸渡洪水調整池をはじめ，洪水調整池等の流入工で
は，横越流堰が採用されることが多い。横越流堰の設
計に際しては，流入時の越流係数の設定方法が課題と
なることが多く，その越流係数についても多数の水理
公式が存在する。岸渡洪水調整池の流入工においても，
実施設計の中で最適な水理公式を採用したものの，水
理模型実験で検証した結果，実験結果と設計値が大き
く異なることが確認された。
　このことより，水理模型実験の実施には，ある程度
の時間とコストを要するが，水理計算では把握できな
い，実態の水理現象を施工前に確認することができ，
必要に応じて対策や修正が可能となる。このため，複
雑な流れが想定される農業水利施設や，更新事業等の
限られた条件下での設計，施工において，性能設計の
ひとつの手法である水理模型実験は有効な手段と考え
られる。
　また，本水理模型実験結果から導入されたスライド
ゲートによる堰上げからの横越流方式は，今後計画さ
れている国営附帯事業も含めた他の８つの洪水調整池
においても参考事例となるであろう。

※	水理模型実験の動画は事業所ホームページでご覧頂
けます。
URL：	http://www.maff.go.jp/hokuriku/kokuei/

syogawa/mokeizikken.html
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　　・満水面積	（Ａ）　　　　　	　30ha
　　・常時満水位標高	（ＥＬ）　	　30.4 ｍ
　　・池敷標高	（ＥＬ）　　　　　	22.5 ｍ
　斎宮調整池平面図を図−１に示す。

　二つの既設ため池は歴史のあるため池で，惣田池は
安土桃山時代の慶長７年（1602 年）に築造され，この
地方では一番古いと言われている。その後，広大な開
田が行われ，惣田池のみでは不足となったことから，
江戸時代初期の寛永元年（1748 年）に紀州藩の許可を
得て斎宮池の築造が開始され宝暦３年（1753 年）に完
成したものである。
　また，ため池周辺は，良好なコナラ林，浅瀬，水田，
湿地等多様な環境が成立し，自然豊かな地域でもあり，
地域住民の触れ合い活動の場としても利用されてい
る。
　このようなことから，斎宮調整池の建設にあたって
は，自然環境の保全に配慮した設計・施工が行われた。

３．環境影響評価

３－１　環境影響評価
　環境影響評価（環境アセスメント）は，大規模な事
業を実施しようとする事業者が，事業計画を策定する
段階から，事業の実施により事業実施区域やその周辺
の地域に及ぼす環境への影響について，あらかじめ調
査・予測・評価するとともに，環境の保全のための措置
を検討し，この措置が行われた場合，事業の実施が環
境に及ぼす影響について総合的に評価することをいう。
　国においては「環境影響評価法」，三重県では「三
重県環境影響評価条例」が共に平成 11 年６月に施行
されている。
　斎宮調整池の建設は，大規模な土地改変となること
から，事前調査（平成７年度～平成８年度）を実施し
た結果，周辺に貴重な動植物（オオタカ，ミズニラ等）

１．はじめに

　斎宮調整池は，国営宮川用水第二期農業水利事業に
より，平成 18 年度～平成 21 年度に築造された調整池
である。
　本地区は，三重県伊勢市外４町に跨がる優良農業地
帯で，昭和 32 年度～昭和 41 年度にかけて実施された
国営宮川用水事業により用水の確保，用水施設の整備
がなされ農業の振興が図られ，稲作を中心とした農業
経営が行われてきた。
　しかし，昭和 30 年代後半に造成された用水施設は
老朽化が進み全面的な改修が必要となった。また，そ
の後の農業経営の変化や農地の乾田化・汎用化に伴い
用水不足となってきた。
　このため，宮川用水第二期事業では，約 4,700ha の
農地を対象に，用水計画の見直しと宮川用水事業で造
成された水路施設の改修を行うとともに，新たに地区
内に調整池を造成するもので，平成７年度～平成 24
年度にかけて実施された。
　本稿では，斎宮調整池建設において実施した環境保
全措置について紹介する。

２．斎宮調整池の概要

　斎宮調整池は，二つの既設ため池（斎宮池，惣
そう

田
だ

池）
を統合拡張し築造したもので，均一型アースフィルダ
ム型式の本堤及び第１～第３副堤の４つの堤体を有し
ている。
　　・有効貯水量	（Ｖ）　　　　　200 万 m3

　　・施設敷面積	（Ａ）　　　　	　45ha
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　環境保全措置一覧を表−１に示す。

３－２　環境保全措置の検討内容
　検討した 20 項目の環境保全措置の内容は次のとお
りである。
①工事用進入道路の選定
　工事用進入道路の利用目的は，資材搬入及び大型建
設機械の搬入が挙げられるが，出来る限り保全対象（小
学校，幼稚園，団地，集落）を回避することを念頭に
選定。
　なお，大型建設機械の搬入は，深夜に実施し，短期
間で終わらせる計画とする。
②工事用車両による騒音，振動等の発生抑制
　本工事は，掘削及び運搬処理が主となる土木工事で
あり，建設発生土を直近に処理することで，運搬距離

が生息していることが判明した。
　このため，斎宮調整池の建設は，事業規模及び建設
区域の要件において，環境影響評価法及び三重県環境
影響評価条例で規定される対象事業には該当しない
が，調整池建設区域の貴重な自然環境と地域住民との
関わりなどから，環境に対する影響を極力抑える必要
があることより，自主的な環境影響評価（自主アセス）
を行っている。
　環境影響評価項目の選定にあたり，事業特性及び地
域特性に関する情報を基に，調整池建設により考えら
れる影響要因と影響を受けるおそれのある環境要素を
整理し，学識者・専門家等で構成する委員会において
専門的な知見による指導・助言を受けて評価項目を選
定し，その評価項目毎に環境に及ぼす影響の調査・予
測・評価を行い，20 項目の環境保全措置を定めた。

斎宮小池

中の島

浅　瀬

図－１　斎宮調整池平面図
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いじん発生の抑制を図る。
⑥低騒音型建設機械の導入
　使用する建設機械は，出来る限り国土交通省指定の
低騒音型建設機械を導入し，建設作業騒音の発生の低
減を図る。
⑦斎宮調整池の水量調整
　調整池の流入水量及び流出水量を調整することで，
水質悪化の回避・低減を図る。
　なお，水位変動による水生生物・生態系への影響に
配慮する。
⑧沈砂池の設置
　工事中においては，調整池内に仮設の沈砂池を設け，
濁水の流出抑制を図る。また，建設発生土処理場にお

を短くし，事業実施区域外における民家周辺の工事車
両による騒音，振動等を発生させないものとする。
③工事用車両の速度制限
　場内工事用道路及び工事用進入道路は，自主的に速
度制限を行う。
④場内工事用道路の仮舗装
　場内工事用道路は，必要に応じて砂利舗装等を施工
し，降下ばいじんの発生抑制を図る。
⑤裸地の敷き均し及び建設機械等稼働箇所への散水
　建設発生土処理場においては，重機による敷き均し
を行うことにより，降下ばいじん，濁水発生の抑制を
図る。
　場内においては，必要に応じて散水を行い，降下ば

表－１　環境保全措置一覧
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⑮オオタカ高利用域の工事計画
　オオタカの営巣木から半径 400 ｍの円内では，営巣
期（２～７月）に大型建設機械を用いた工事は行わな
い。また，人の出入りが激しい作業宿舎，資材置き場
等を設置しない。
　オオタカの営巣木から半径 200 ｍの円内には，繁殖
期（１～８月）は原則立ち入らない。
　低騒音型の建設機械を極力使用する。
⑯重要な種の移植
　事業実施に伴い一部の重要な種が消失，もしくは個
体群の存続が困難となることから，代償措置として移
植を行い，種の個体群の維持を図る。
　移植対象種は，基本的にはミズニラ，ミズマツバ及
びイバラモの３種とし，移植は専門家の立ち会いのも
とに実施する。
⑰斎宮池落水時の生物の移植
　斎宮池の落水時に残存する生物については可能な限
り採捕し，斎宮池小池に放流（移植）することによる
代償措置を行い，種の個体群の維持に努める。
⑱生物に配慮した側溝の採用
　道路脇に設置される側溝等は，小動物の保護を目的
として，蓋をかけたものや落下しても自力で脱出でき
る側溝構造の導入を検討する。
⑲サクラの植栽
　斎宮調整池工事後にはサクラを植栽することによ
り，地域住民に憩いの場を提供する。
⑳建設発生土の再利用
　場内の掘削工事に伴い発生する建設発生土は，事業
地内再利用の観点から，場内の数カ所に設置される本
堤，副堤又は仮締切堤の盛土材として出来る限り再利
用する。

３－３　事後調査の実施計画
　斎宮調整池建設工事に係る環境影響評価における
「環境の現況並びに環境に及ぼす影響の予測及び評価」
の結果を踏まえ，事後調査の検討に当たっては，事後
調査の必要性，事業特性及び地域特性に応じ，次の掲
げる視点を勘案し，適切な項目を選定した。
①予測の不確実性の程度が大きいもの
②	効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講じよう
とするもの
③	環境保全措置の効果を確認するまでに時間を要し，
継続的な監視が必要なもの
④環境影響の程度が大きいものになるおそれのあるもの
　事後調査の項目等を表−２に示す。

いても，３箇所に沈砂池を設け，濁水の流出抑制を図
る。
⑨斎宮調整池堤防断面等の排水
　調整池の堤防断面について，堤防下流の現地地盤に
おける地表部への湧水の影響を防止するためのドレー
ン工を設置する。また，建設発生土処理場については，
盛土下に地下水排除のための暗渠排水管等を設置す
る。
⑩法面等の緑化
　発生する法面には緑化を実施することにより，降下
ばいじん及び濁水の発生抑制，法面の安定性の確保，
陸生動物の生息環境の代償，陸域生態系の代償，景観
影響の低減を図る。
⑪法面の出現の低減
　斎宮調整池の周囲は管理用道路が設置されるため，
切土及び盛土法面の発生は避けられない。管理用道路
は調整池を周回する計画であるが，計画に際しては，
斎宮調整池の周囲に発生する法面を極力少なくするよ
うな池敷形状とした。
⑫斎宮池小池の保全
　斎宮池と暗渠で接続している斎宮池小池は，コナラ
を中心とした樹林地に囲まれ，水域には，ヨシ，ハン
ノキ等の湿性植物が発達しており，水中には重要な種
が生息している。また，魚類の生息環境の一部にもなっ
ている。
　事業実施に伴い斎宮池及び惣田池内の浅瀬が減少す
ることから，その回避・低減措置として最も効果的な
斎宮池小池を掘削区域から除外し，保全することとし
た。
　また，斎宮池小池の周辺に分布するコナラを中心と
した樹林地も同様に掘削区域から除外し，存置する。
⑬「中の島」の保全
　「中の島」は斎宮池南側に位置するコナラ林で，北
側斜面には良好なコナラ高木林が分布しており，哺乳
類，鳥類，昆虫類の生息に適した環境といえる。また，
「中の島」は，斎宮調整池本堤の正面に位置すること
から，景観面からの価値もある。
　事業実施に伴いコナラ林が減少することから，その
回避・低減措置として最も効果的な「中の島」を改変
区域から除外し，保全する。
⑭浅瀬の保全・創出
　事業実施に伴い斎宮池及び惣田池内の浅瀬が減少す
ることから，回避措置として斎宮池の北側に位置する
池を掘削区域から除外し，保全する。
　また，代償措置として斎宮調整池管理用道路の外側
にある谷間で水を貯水し，浅瀬を創出する。浅瀬には
谷からの湧水に加え，斎宮調整池の池水も流入する構
造を基本とし，魚類の往来や稚魚の生息場所に重視し
た環境づくりを行う。
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【参考文献】
１）	斎宮調整池建設工事に係る環境影響評価書　要約
書

２）斎宮調整池環境影響事後調査その５業務　報告書
３）宮川用水第二期地区　事業誌

４．環境保全措置の実施

　斎宮調整池建設工事に係る環境影響評価で定めた 20
項目の環境保全措置の実施にあたっては，工事の進捗
状況に応じて対応を行った。
　また，事後調査（モニタリング）の実施にあたっては，
学識者等で構成する委員会を設置し，専門的な知見か
ら指導・助言を得ながら実施した。
　実施した 20 項目の環境保全措置一覧を表−３に示
す。
　斎宮調整池と生物・環境保全措置の主なものを図−
２に示す。
　斎宮調整池建設工事中に実施した事後調査の概要を
図−３に示す。

５．おわりに

　宮川用水第二期地区においては，市町村の田園環境
整備マスタープランと整合を図りつつ学識経験者の意
見や助言を踏まえ，環境との調和に配慮しながら事業
を進めてきた。
　その取組は，粟

あ お

生頭首工，斎宮調整池，幹線水路等
における施設や工事施工において，環境との調和への
配慮に係る対策が講じられてきた。
　ここでは，斎宮調整池建設における環境配慮につい
て紹介させていただいたが，事業着手時から事前調査
を行い，自主的な環境影響評価（自主アセス）が実施
され検討されたこれらの環境保全措置の事例が，他地
区の参考となれば幸いです。

表－２　事後調査の項目等
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表－３　環境保全措置一覧表【実施】（1/2）
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表－３　環境保全措置一覧表【実施】（2/2）
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図－２　斎宮調整池で実施した主な環境保全措置
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図－３　工事中の事後調査の概要等
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　新堰頭首工は建設後 32 年を経て施設の劣化が顕在
化し始めたことから，岡山県は，基幹水利施設ストッ
クマネジメント事業として平成 21 年度に実施した施
設機能保全計画策定業務の中で，不具合箇所の洗い出
しを行った。その結果，コンクリート堰柱にアルカリ
シリカ反応（以下「ＡＳＲ」と言う。）によるひび割
れ発生が認められた。堰柱の保全は施設全体の機能保
全に係わることから，平成 22 年度に行われた実施設
計業務では，更に詳細な堰柱の調査を行うことにより
対策検討及び実施設計に反映させることとした。本稿
では，新堰におけるストックマネジメント事例を通し
て，直面した課題と改善策について報告する。

２．ストックマネジメントとマニュアル

（１）マニュアルの目的
　ストックマネジメントは，国と地方の厳しい財政状

１．はじめに

　岡山市の中央を南北に流れる１級河川「旭川」の左
岸地域（百間川以西，倉安川以南）の農地は岡山藩が
干拓した新田（倉田新田，沖新田）であり，旭川合同
堰から取水する祇園用水と，新堰から取水する倉安川
によりかんがいされてきた。新堰は岡山市の中心部に
あり，日本三名園の一つ「後楽園」の直下流に位置す
る。江戸時代は渇水対策として築造された仮堰であっ
たが，明治期に固定堰として本格的に整備された。現
在の新堰頭首工（写真−１）は県営かんがい排水事業
として建設されたもので，受益面積は 1,052ha に及ぶ。
河川幅 135m，計画高水量 3,800m3/s に対して築造さ
れたフローティング型式の可動堰で，堰長 90m（ゲー
ト幅 43.25m ×高さ 5.6m 及び幅 43.25m ×高さ 5.1m）
の２径間シェルタイプローラーゲートである。
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岸と鳥取県に多く報告されている。新堰頭首工は，Ａ
ＳＲによる劣化が国内で問題となってきた時期に当た
る昭和 48 年度から 52 年度にかけて建設された。被害
を予防するための公的規制が本格化したのは昭和 61
年（1986 年）度以降である。新堰の建設時期とＡＳＲ
に関する規制の変遷を表−１に示す。
　マニュアルには「劣化要因の推定票」や「現地調査
例」等が分かり易く示されている。この中で，鉄筋コ
ンクリート構造物の劣化要因を推定する方法が，「施
設が置かれた環境と劣化要因との関連性（劣化要因判
定表）」（表−２）に示されており，表中の「地域環境」
について「ＡＳＲによる損傷が報告されている地域」
（図−１）等が示されている。

況から，既存ストックの有効利用により施設の機能を
効率的に保全することを目的とした取組みである。そ
の取組みを推進するための技術指針として，「農業水
利施設の機能保全の手引き（平成19年８月）」（以下，「マ
ニュアル」という）が示された。マニュアルは取組み
の普及と一般化を図るとともに，施設の機能診断調査，
対策検討，データ蓄積等の一連の実施方法について基
本的視点を共有化し，取組みの技術水準を確保するこ
とを目的としている。
　本調査は，「マニュアル」及び同「頭首工（平成 19
年８月）」（以下，「頭首工マニュアル」という）に基
づいて行った。　
（２）劣化要因の推定におけるマニュアルの活用
　ＡＳＲによる被害は，中国地区においては瀬戸内沿

表－１　新堰建設時期とＡＳＲに関する規制の変遷
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　これらの図表から，岡山県南部は「ＡＳＲによる劣
化を考慮すべき地域」に該当し，新堰は 1986 年以前
の建設であることからＡＳＲの可能性が高いことが推
定できる。マニュアルに示されたこれらの図表及び定
点調査票から保全計画に必要な劣化要因の推定が可能
であった。
（３）機能診断におけるマニュアルの活用
　マニュアルによる標準的な機能診断では機器を用い
た詳細調査は行わず，頭首工マニュアルの「頭首工（コ
ンクリート施設）の施設状態評価表」を用いることで
機能診断評価を行うことができた。マニュアルによる
機能診断評価結果がＳ−４（要観察）以上であるもの

表－２　施設が置かれた環境と劣化要因との関連性（劣化要因判定表）

図－１　ＡＳＲによる損傷が報告されている地域
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３．詳細調査におけるマニュアル活用の課題

　新堰は３基全ての堰柱に幅の大きいひび割れが見ら
れ，ひび割れ状況も共通していた。そこで河川敷から
の調査が可能な右岸堰柱において高所作業車により調
査を実施した。調査状況を写真−２に示す。当初，堰
柱の劣化状況は「地上部」，「潮の干満影響部」，及び「干
潮位以下の水中部」に大別し，水中部の劣化は軽微で
あると判断した。しかし現地調査の進行過程で水中部
にも幅の大きいひび割れが見られた。このため，平成
23 年度に潜水士を用いた「躯体コンクリート一次潜水
調査業務」を追加実施したところ補修を要するひび割
れが確認され，ひび割れ状況は水中部位毎に異なるこ
とが分かった。水中部調査の状況を写真−３に示す。

　堰柱水中部の劣化要因は「ＡＳＲによる劣化」の他，
「ゲートによる河川渦水による外力作用」，「転石等の
衝突」，「潮の干満による乾湿交番条件」等が考えられ
た。それらの劣化機構を詳細に検討するため，水中部
の詳細調査および実施設計を行う「水中部設計業務」
を更に追加して実施した。
　このように劣化要因や環境条件等によっては，定点

については，当面対策の必要がないため，詳細調査は
不要となる。
　マニュアルの「標準的な現地調査項目（コンクリー
ト施設）の例」や「頭首工（コンクリート施設）の現
地調査（定点調査）票　参考例」における，目視調査
以外の現地定量試験項目を表−３に示す。

（４）マニュアルを補完する詳細調査の選定
　機能診断の結果，健全度がＳ−３（要補修）以下と
評価された場合は劣化要因を特定し，性能低下予測か
ら保全計画を策定する。これらの業務ではマニュアル
による標準的な機能診断調査を補完する調査として，
コンクリートの非破壊試験を含む定量的検討を選定す
る必要がある。更に，専門的詳細評価の結果から適切
な対策を検討することになる。
　新堰堰柱の劣化要因はＡＳＲと推定され，健全度は
Ｓ−３以下であったことから対策検討が必要となっ
た。対策検討では劣化原因，劣化の進展状況，施設が
保有する耐久性，等を把握する必要がある。そこで「コ
ンクリートコアによる各種試験」及び「はつり調査」
を実施した。その結果，「コア観察」では反応ゲルが
観察されたため劣化原因はＡＳＲであることが確認で
きた。またコアによる「促進膨張試験」の結果から，
ＡＳＲによる膨張過程は「収束期」（カナダ法による
判定は「無害」，日本道路公団北陸支社による判定は
「膨張性無し」）にあると判定された。そこで，ＡＳＲ
による今後のひび割れ進展は小さいと考えられ，ひび
割れ注入材に追従性の小さい無機系材料の使用が可能
であった。コアによる「塩化物量試験」の結果からは
陸上部と湿潤部でコンクリート中の塩化物量が異なる
ことが確認されたため，部位毎の対策検討に反映した。
「はつり調査」では，ひび割れ幅毎の鉄筋腐食度を確
認した結果，全体的にひび割れ深さは小さく，幅 1.0mm
未満のひび割れ部において内部鉄筋の腐食進行は認め
られなかったため，現時点での耐久性低下は小さいと
診断した。新堰において実施した調査項目と調査数量
を表−４に示す。

表－３　目視調査以外の現地定量試験項目

表－４　実施した調査項目と調査数量

写真－２　高所作業車による調査状況

写真－３　水中部調査状況
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的な品質を確保できる内容ではない。マニュアルは実
施経歴のデータを継続的に蓄積，分析し，実施効率や
技術向上に努めるとしている。しかし，ストックマネ
ジメント事業を適切に行い，取組みの普及と一般化を
図るためには，現時点で信頼できる工法を選定し活用
していく必要がある。既に多くの研究，開発機関にお
いて補修・補強工法の試験工事や事業成果が示されて
おり，品質を規定する技術基準書も多数示されている。
優良な実績・成果を有する工法等から，参考とすべき
適切な工法を選定できる技術指針の整備が急がれる。

６．マニュアルの必要性と活用上の限界

　ストックマネジメントではＬＣＣの低減を図るため
の「施設に係るデータ蓄積」を目的の１つとしており，
担当技術者の技術レベルや主観的判断に影響される部
分を極力小さくするためにはマニュアル化が必要であ
る。しかし新堰における事例から，ストックマネジメ
ントではマニュアルの手順で統一的に行える調査があ
る一方，高度な技術や判断を必要とする調査がある。
健全度がＳ−３（要補修）以下の場合の「劣化要因特
定」，「性能低下予測」，「対策の実施設計」等では専門
的詳細調査が必要となった。また，機能診断調査と保
全計画は密接な関係があり，最終段階の事業化におい
ては対策技術に関する幅広い知見が必要であり，マ
ニュアルの活用に限界があった。

７．マニュアル活用の改善策

　「事前調査から定点調査までの調査」と「機能診断
調査から実施設計までの調査」は技術の差違が大きい。
人の健康診断に例えれば，前者は「問診及び定期健康
診断」であり，後者は「精密検査及び治療」の段階に
相当する。前者はマニュアルの手順で統一的に実施で
きる調査であり，後者は要求される技術レベルや専門
性の高い調査である。また前者は主観的判断を排除し
蓄積データの統一化を要する調査であり，後者は質の
高い成果が求められる調査である。
　従って，前者調査と後者調査は区分して取組む方策
が適切と考える。本地区においては，一連のストック
マネジメントにおける作業フローを「業務Ⅰ」と「業
務Ⅱ」に区分し，図−２のとおり整理した。すなわち，
事前調査から定点調査までの調査を「業務Ⅰ」とし，
対策検討以降の調査を「業務Ⅱ」とした。
　「業務Ⅰ」において，健全度評価結果がＳ−４（要
観察）以上の場合は，対策が不要なため保全計画まで
とする。また，「業務Ⅰ」の定点調査において詳細調
査が必要と判定された場合は，詳細調査の項目提案と
調査数量算出までを行う。「業務Ⅱ」は詳細調査から
実施設計までの，施設の機能保全成果を大きく左右す
る調査である。「業務Ⅰ」において機能診断結果がＳ

調査に追加して実施する詳細調査項目の立案や要否判
定は，踏査の段階では容易でない。水中部詳細調査の
要否判定を困難にした原因として，水中部の対策技術
に関する知見が不足していたことが挙げられる。すな
わち，「事前調査から定点調査までの一連調査」と「機
能診断調査から実施設計までの一連調査」では，調査
技術の専門性に関する差違が大きいことが課題として
考えられる。

４．保全計画におけるマニュアル活用の課題

　マニュアルでは保全計画を効率的に行うため，施設
を分類しグルーピングを行う。グルーピングは「類似
の健全度で括る方法」，「類似の劣化要因で括る方法」，
「構造単位で括る方法」，「環境条件で括る方法」等が
考えられる。本業務の場合，機能診断業務の段階では
ひび割れの「幅」と「密度」に着目した調査結果から
「類似の健全度部位で括る方法」が適切と考えられた。
しかし，水中部躯体を追加調査し，機能保全計画で「環
境条件」を組合せた結果，最終段階では「保全対策の
区分で括る方法」が適切と考えた。すなわち，「陸上部」，
「乾湿交番部（湿潤部）」，「水中部（没水部）」で括り，
耐久性を向上するための保全対策は，各グループに対
して以下の表面保護工法を採用することとした。
・	陸上部に対しては表面含浸工法とし，シラン系含浸
材を塗布。
・	乾湿交番部に対しては防水被覆工法とし，湿潤面用
エポキシ樹脂塗料（ペイントタイプ）をハケ塗り施工。
・	水中部（没水部）に対しては防水被覆工法とし，水
中硬化型エポキシ樹脂塗料（パテタイプ又はペイン
トタイプ）をヘラ，コテ施工。
　ひび割れ補修は全ての部位に共通して，超微粒子ポ
リマーセメント系注入材によるひび割れ注入工法を採
用することとした。
　調査の進展に伴って健全度評価の把握度が深まり，
それに伴ってグルーピングの視点も変化した。対象施
設を分類する要素は多様にあるため，現地調査の段階
で決定したグルーピングは，健全度評価，対策検討，
更に実施設計の段階と調査・設計が具体化するに従い
変化した。すなわち機能診断調査と保全計画は一方向
の関係ではなく，相方向に密接な関連がある。マニュ
アルによるグルーピングは保全対策の結果を左右する
ため，健全度評価結果を十分に把握した上で柔軟に行
う必要がある。

５．実施設計におけるマニュアル活用の課題

　マニュアルは，国内で実用化されている代表的な補
修・補強工法について，工事概要，単価及び耐用年数
を取りまとめている。これらの工法内容は対策検討を
行なうには十分であるが，実施設計を行うための具体
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−３（要補修）以下となった場合は，「業務Ⅱ」を追
加実施する。「業務Ⅰ」と「業務Ⅱ」を技術者の専門
性に応じて区分して実施することにより，施設に係る
蓄積データの統一化と，機能保全最終成果の品質向上
を図ることができると考える。

８．おわりに

　ストックマネジメントは，高度成長期を経てストッ
クされた膨大な既存施設を有効利用するための経済性
向上事業である。事業は長期に亘り継続的に実施する
ことで成果が得られる。今後の事業を効率的に運営す
るためには，施設のデータベース化，調査のマニュア
ル化，対策の標準化が必要となる。ストックマネジメ
ントにおける本事例から，マニュアル活用の課題と対
策を述べた。本調査では幾つかの困難な事象に直面し
たが，その都度解決策を模索し一定の成果を得たと考
える。本調査における課題は，他の施設に共通する部
分もあり，今後のストックマネジメントへの取組みの
参考になれば幸いである。

図－２　ストックマネジメントの作業フロー（案）
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　気象庁震度観測点のうち，震央から最も近く
（8.1km），調査したため池に近接する淡路市中田（図
−１のA地点）で観測された地震波を図−２に示す。
最大加速度値は，N-S 方向，E-W方向，U-D 方向，三
成分合成の順に，108.7cm/s2，166.1cm/s2，109.6cm/s2，
176.2cm/s2 である。なお，震度は５弱，計測震度は 4.5
である（気象庁発表）。
　図−１に，気象庁推計の震度分布 3）を示す。淡路島
内では震度４～６弱の揺れが発生したと考えられる。

３．調査結果

３－１．調査したため池の概要
　調査したため池は，三

みやけだに

宅谷池，由
ゆ

谷
たに

池，東
こ ち

風池，金
かな

谷
や

新池の４個である。図−１に位置を，表−１に諸元
と被災履歴を示す。築造年代はいずれも不明である。

１．はじめに

　平成 25 年４月 13 日５時 33 分頃，淡路島を震源と
する地震が発生した。これに伴い，15 個のため池で被
害が確認された（平成 25 年４月 19 日現在）1）。本稿は，
地震発生当日の 13 日から 15 日にかけて，被害状況調
査を実施したので，そのうちの代表的な被害事例につ
いて概要を報告する。

２．地震の概要

　震源の位置は北緯34度25.1分，東経134度49.7分（図
−１参照），深さは 15kmで，マグニチュードは 6.3 で
ある 2）。
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図－１　震央と調査したため池の位置
（気象庁推計の震度分布3）と農地地すべり予測システム4）を用いて作成）

図－２　観測された地震波
　（気象庁震度観測点：淡路市中田（図−１のA地点），
　気象庁強震観測データより）
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３－２．各ため池の調査結果
　以下に，各ため池の状況を記す。
（１）三宅谷池
　堤体は緩やかな円弧状で，右岸屈曲部には右岸地山
に向かう道路と天端中央部に向かう進入路がある。こ
れらに挟まれた三日月状の堤体上にコンクリート製の
小屋が設置されている。（図−３）
　上記の三日月状の堤体部分の天端に堤軸方向のク
ラック（長さ約 30 ｍ，最大幅約１cm，深さ１ｍ以上（ピ
ンポールを挿入して確認））が発生している。（図−３
中の①，写真−１）兵庫県職員によると，地震発生当
日の調査時に比べてクラック幅が減少しているとのこ
とである。また，洪水吐付近の天端に堤軸方向のクラッ
クが発生している。（図−３中の②）
　堤体上流面にはコンクリート張ブロックが全線に
渡って設置されているが，コンクリート製の小屋の上
流側の箇所で，貯水池側への僅かな湾曲が認められ，
一部が破損している。（図−３中の③）
　なお，右岸地山の堤体直近の民家の庭（図−３中の
④）でクラックが発生しているが，宅地の切土と盛土
の境界部に沿って発生したものであり，堤体と民家の
間を横断している道路にクラックが認められないこと
と併せて，堤体のクラックとの関連性はないと判断で
きる。
（２）由谷池
　堤体はほぼ直線状であり，左岸下流側から天端に向
かう進入路がある。左岸地山取付け部に洪水吐がある。
堤体上流面の大部分はコンクリート張ブロックが設置
されているが，洪水吐付近堤体は盛土材がさらされた
状態（保護材がない状態）である。（図−４）
　復旧工対象外の部分で，天端に延長３～４ｍの微細
な横断クラックが３本発生している。（図−４中の①，
写真−２）

表－１　調査したため池の諸元と被災履歴

写真－１　天端の堤軸方向クラック
（三宅谷池，図−３中の①）

図－３　三宅谷池の被害概要
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　堤体内道路において，洪水吐横（図−６中の①，写
真−３）と右岸寄り（図−６中の③）の２箇所で横断
方向クラックが発生しており，前者は，天端を貫通し
ている。
　コンクリート張ブロック部では，フレームのクラッ
クや，張ブロックと盛土の境界部に隙間が発生してい
る。（図−６中の②）また，下流側のスラストブロッ
クと盛土の境界部にも隙間が発生している。
　道路の貯水池側境界に沿って，洪水吐付近を起点と
して堤体中央部まで，長さ 30 ｍ以上，最大深さ１ｍ
以上のクラックが発生している。（図−６中の④，写
真−３中の破線部）アスファルト路面と堤体盛土部分
には段差があり，盛土部分が落ち込んでいる。
　また，腰石垣にコンクリートフレームのクラックや
ブロック間の開きが発生しており（図−６中の⑥），
右岸地山付近の堤体の法先（道路と堤体の接合部付近）
では僅かな漏水が認められる。（図−６中の⑤）

　また，同じ部分の上流斜面に水平クラックが発生し
ている（図−４中の④）が，調査時は水面下にあり，
詳細は未確認である。管理者によると，この部分は，
平成 23 年の豪雨災害の復旧工事時に堤体の波浪侵食
抑止効果を期待して施工者が自主的に腹付けを施した
箇所である。クラック発生の原因が水浸沈下なのか今
回の地震なのかは不明であるが，クラックは腹付け層
内に留まり，堤体本体には達していない可能性が高い
と推測する。
　上記の進入路と天端の接合箇所から堤体中央方向に
向けて，下流側法肩付近の天端に堤軸方向クラック
（長さ約８ｍ）が発生している。（図−４中の②）また，
同進入路の舗装に軽微なクラックが発生しているが，
連続性は認められない。（図−４中の③）

（３）東風池
　堤体直下の田んぼを挟んだ重ね池の上流側の池であ
り，堤体は図−５に示すような多段構造になっている。
管理者によると，堤体内道路は上水道埋設に伴い拡幅
したとのことである。左岸地山取付け部に洪水吐があ
り，上流面はその両袖部のみコンクリート張ブロック
が設置されている。（図−６）

図－４　由谷池の被害概要

写真－２　天端の横断方向クラック
（３本のうちの２本，由谷池，図−４中の①）

図－６　東風池の被害概要

図－５　東風池堤体断面の概念図

写真－３　洪水吐付近の天端の横断方向クラック
（東風池，図−６中の①）（破線は同図中の④）
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　左岸地山道路ではクラックと貯水池側への沈下（す
べり）が認められる。（図−７中の③，④）天端のクラッ
クと同様に，経年劣化によるクラックが今回の地震に
よって進展したものである。

４．被害調査時の留意点について

　表−２に，今回報告した４つのため池の主な被害を
示す。限られた調査件数ではあるが，天端の堤軸方向
亀裂の発生頻度が高いこと，堤体屈曲部などの構造的
変化点の周辺および洪水吐に代表されるコンクリート
構造物等の周辺に被害が発生し易いことを確認するこ
とができる。これらの事項は従来からの指摘に符合す
るものである。
　３−２（１）で天端の堤軸方向クラック幅が数日間
のうちに縮小していた三宅谷池の事例を報告したが，
上記４個以外のため池で，地震発生から３日後には天
端のクラックが完全に閉口して目視確認ができなく
なった事例があり，迅速な調査の必要性を再認識した。
　クラック発生箇所や深度を把握することは，堤体の
安全性の評価だけでなく，災害復旧工事の対象範囲設
定や工法選定にとっても重要であるが，無処置のまま
でクラックが閉口すると，開削調査を行っても亀裂の
確認が非常に困難になる。そのため，平時に材料を準
備しておき，できる限り初回の調査時にメチレンブ
ルーや石こう水をクラックに流し込んでおくことが望
ましいと考える。

５．おわりに

　兵庫県内のため池については，地震発生当日のうち
に兵庫県がほぼ全てのため池の緊急点検を実施すると
ともに，近畿農政局の水土里災害派遣隊も同日午前か
ら同県等と共同して被害調査を実施し，シートによる
クラックの被覆や落水等の必要な処置を講じた。これ
らの迅速な行為により，ため池堤体の安定性を保ち，
二次被害の発生を防止して現在に至っている。

（４）金谷新池
　堤体は直線状であり，上流面は全線に渡ってコンク
リート張ブロックが設置されている。（図−７）
　天端舗装部に多数のクラック（堤軸方向と横断方
向），局所的な窪みがある。クラック面の状態を確認
したところ，経年劣化によるクラックが今回の地震に
よって部分的に進展したり，さらに開口したものであ
る。
　上流面コンクリート張ブロックには，全線に渡るズ
レや落ち込みが認められ，張ブロックの天端コンク
リートは全線に渡り，下流側が上流側よりも下がった
形状で傾斜している。（図−７中の①）さらに，張ブ
ロック背面土にほぼ全線に渡ってクラックが発生して
いる。（図−７中の②，写真−４）

図－７　金谷新池の被害概要

表－２　主な被害の一覧

写真－４　張ブロック背面のクラック
（金谷新池，図−７中の②）
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　現在，頭首工，パイプライン，ポンプ場（吸水槽）
及びファームポンド等（ダムは除く）の施設について
は，「土地改良施設　耐震設計の手引き（平成 16 年３
月）」（以下，「耐震設計の手引き」という。）2）やレベ
ル２地震動を考慮して改定された「土地改良事業計画
設計基準及び運用・解説設計基準」（以下，「設計基準」
という。）3）に則り，施設毎に大規模地震に対する耐
震性の把握を行うことが可能となっている。
　しかしながら，長大な既設農業用水路全体としては，
耐震性を効率的かつ定量的に把握する方法が確立され
ていないため，各地区で現場の技術者が試行錯誤しな
がら取り組んでいるのが現状である。このため本報で
は，長大な既設農業用水路における耐震性把握の簡易
な方法について，先進的な事例地区を整理，検討した
結果を報告する。

２．基本的な考え方

　長大な既設農業用水路の耐震性を効率的かつ定量的
に把握する方法について，現場の技術者が限られた調

１．はじめに

　平成 23 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地
震（Mw9.0）により，東北から関東地方の広範囲で未
曾有の被害が発生し，農地・農業用施設への被害も甚
大なものとなった。
　また，政府の地震調査推進研究本部は，南海トラフ
巨大地震（東海・東南海・南海連動型地震，マグニチュー
ド８～９クラス）の今後 30 年以内の地震発生確率が，
平成 25 年１月１日時点で 60％～ 70％と公表している1）。
大規模地震の発生に伴い震度６弱以上の揺れに見舞わ
れる確率が高い地域においても，重要な農業水利ス
トックが多数形成されていることから，大規模地震に
対する耐震性の実態を迅速かつ的確に把握し，大規模
地震耐震対策や減災対策を早急に検討することが喫緊
の課題である。
　このような中，既に平成 20 年度には大規模地震に
対する重要構造物の耐震調査の充実を図るため国営土
地改良事業地区調査が拡充され，平成 24 年度には国
営造成施設の震災対策の強化を目的に国営総合農地防
災事業の拡充が図られた。また，国営造成水利施設保
全対策指導事業では，被災した場合の影響が大きい施
設を対象として耐震診断を行うことが可能となった。
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要がある。評価の結果，耐震性を有していない施設に
ついては，現場の施工条件，経済性，将来の維持管
理も含めて耐震対策工法を検討し，検討後には，補修・
補強される施設について再度耐震照査を行う。（図−１）

３．重要度評価

　長大な既設農業用水路における重要度区分と評価項
目等を表−２に示す。表−２には，Ａ～Ｇの事例地区
の重要度区分の判定基準を調査し，その代表例を記載
している。
　耐震設計の手引きやレベル２地震動を考慮し改定さ
れた設計基準「パイプライン」では，施設の重要度評
価は，施設を「極めて重要度の高い施設（重要度Ａ種）」，
「重要度の高い施設（重要度Ｂ種）」及び「被災の影響
が少ない施設（重要度Ｃ種）」の３種類に区分しており，
重要度区分は，「二次災害危険度」，「応急復旧難易度」，
「施設規模」の３つの評価項目で判定することとなっ
ている。事例地区では原則として３つの評価項目のう
ち最上位の評価が総合評価に反映されるようになって
おり，各評価項目において上位であることをもって決
定している場合が多い。（図−２）

査費の中で試行錯誤しながら進めてきた事例地区（表
−１）の取組を整理し，検討した。
　先ず一連の施設の重要度評価を行った上で，構造物
の地震耐力や地震力を考慮して，代表施設・断面数を
可能な限り少なく，かつ多くの区間・施設の評価が可
能となるよう選定して耐震照査を行い，併せて液状化
の検討も実施し，用水路全体の耐震性能を評価する必

図－１　長大な既設農業用水路の耐震性把握のフロー

表－２　長大な既設農業用水路の重要度区分と評価項目等（各地区を整理したもの）
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決定する方法
　なお，レベル２地震動の定義は，「現在から将来に
わたって当該地点で考えられる最大級の強さを持つ地
震動」8）となっている。
（2）長大な既設農業用水路に適用する設計地震動
　長大な既設農業用水路に適用する設計地震動として
は，施設毎ではなく水路全体として検討することから，
標準的な設計水平震度，速度応答スペクトル及び加速
度応答スペクトルが記載されている耐震設計の手引き
に加えて，当該地域における中央防災会議の公表地震
動を比較検討するとともに，施設管理者や関係機関の
意向も踏まえ決定している。ただし，対象とする地震
（レベル２地震動）については，必ずしも想定地震動
の波形データが公表されていないため，表−３を基に
中央防災会議で公表されている入手可能な想定地震動
の確認が必要となる。
①中央防災会議の地震動データ
　中央防災会議の地震動のデータは，地震の影響を広
域的に評価するために，約１km×１kmのメッシュ
単位で工学的基盤面Vs=700m/s 相当の代表波形が作
成されている。
　これらは，翠川の方法や一次元地震応答解析（例え
ば FDEL9，10））を用いて，工学的基盤面 Vs=300m/s
相当の地震動データに変換し，耐震照査に使用する。
②工学的基盤面における地震動予測モデル
　中央防災会議で公表されているデータは，当該の
メッシュ内の細かな地形，地質の変化などを詳細に反
映したものではなく，水路施設周辺の地盤情報を反映
できないことや，メッシュ境界での解析結果に信頼性
が乏しいなどの課題を抱えている。このため，解決策
として３つの事例地区では強震動予測モデル（EMPR）
を活用する方法を試みている。
　EMPRとは，これまでに得られてきた強震記録を統

４．設計地震動

（1）耐震設計の手引きにおける設計地震動
　耐震設計の手引きにおけるレベル２地震動は，「一
般的に土地改良施設がそのような地震動に遭遇する確
率は低いが，土地改良施設に与える影響は極めて大き
いと考えられる。」と記載されている。また，レベル
２地震動は，プレート境界型の地震で大きな振幅が長
時間繰り返して作用するタイプⅠ地震動と内陸直下型
の地震で継続時間は短いが極めて大きな強度を有する
タイプⅡ地震動に区分される。
　耐震設計の手引きに記載されている一般的な地震動
の設定方法の基本的な考え方については，以下の３つ
の方法が示されているとともに，阪神淡路大震災を踏
まえた標準的な設計水平震度，速度応答スペクトル，
加速度応答スペクトルが記載されている。
　①既往最大による方法
　②断層により直接的に地震動を算定する方法
　③�観測された地震動及び解析による地震動を統計的
に処理し，一定の非超過確率を設定して地震動を

図－２　施設重要度評価の例

表－３　中央防災会議から入手可能な地震動データ11，12）
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他の基準類 14，15）を参考にして耐震照査に必要な各種
パラメータを設定することもやむを得ないが，事業実
施に当たっては，上記に記載した土質試験・地質調査
を十分に実施する必要がある。
（2）耐震解析位置
　長大な既設農業用水路の耐震性を効率的かつ定量的
に把握するために最も重要なことは，耐震解析位置の
選定である。
　先ず，暗渠，パイプライン，開水路等の構造種別で
グループ化する。次に，各グループにおいて最少の断
面数で耐震解析を行うことにより，グループ全体の耐
震性を評価できるよう，当初設計の荷重の考え方やそ
れを踏まえた断面形状・寸法・配筋図，また管種・管
径などにより，構造物の地震耐力の強弱を概略把握す
るとともに，地盤に生じる地震力を考慮して耐震解析
断面の位置を選定する。例えば，地震耐力が大きい断
面で地震力の小さい地盤において耐震解析を行い，耐
震性を有しないと照査された場合は，グループ全体も
耐震性を有しないと評価できる。逆に地震耐力が小さ
い断面で地震力が大きい地盤において耐震解析を行
い，耐震性を有すると照査された場合は，グループ全
体も耐震性を有すると評価できる。（図−４）

　また，表−４の事例地区では，構造種別ごとの地震
に対する影響度合いを事前に概略的に判断し耐震解析
位置の決定に反映させた地区もある。例えば，作用す
る地震動が小さい断面において比較的多く影響を受け
る暗渠や開水路を選定し耐震解析を行うことで，グ
ループ全体が耐震性を有していない場合となる可能性
が高いと推察することができる。一方，作用する地震
動が大きい断面において地震に対する影響度合いが小
さいパイプラインを選定し耐震解析を行うことで，グ
ループ全体も耐震性を有する場合となる可能性が高い
といえる。
　なお，地形・地質の概況把握によってトンネル等が
工学的基盤面内に設置されている場合は耐震解析位置
から除外することが可能である。

計処理し，メッシュで作成されている地震動データを
各地点の基盤加速度波形に計算可能なモデル 13）で
ある。３つの事例地区では，標準的な実施設計を視野
に 200 ｍ間隔の一次元応答解析（FDEL）を用いて，
地表面最大加速度や地盤変位を求めている。（図−３）
また，翠川の方法を用いて振幅調整を行う場合もある。

５．耐震解析位置

　耐震解析位置の選定に当たっては，最小の解析箇所
で全路線を評価できるように設定することが重要であ
る。ここでは，長大な既設農業用水路の効率的な耐震
性把握のため，調査事例地区を調査，整理した耐震解
析位置決定の考え方を紹介する。
（1）地形・地質の概況把握
　地形図，地質図，地盤図，土質柱状図などを用いて，
施設の地盤における土質状態やＮ値からの換算 Vs 速度
値によるVs 速度層構成及び工学的基盤面を把握・作成
した地質想定縦断図の他，構造物の設計図書（設計図，
業務報告書），完成図書（竣工図，施工記録等），当時
の設計基準，施工方法・技術，施工材料，事業誌・工
事誌等の資料を可能な限り収集するとともに，必要に応
じて，構造物の設計者，実施担当者，施工者，管理者
等に対して当時の考え方や状況等について聞き取り調査
を行うことが重要である。これにより，対象となる既設
農業用水路の基礎諸元，設計条件等を整理する。
　地質想定縦断図は，工学的基盤面はもちろんのこと
表層地盤モデルの設定や地震応答対策検討箇所の選定
及び断層の有無を判別するために必要となる。特に，
これらの地形・地質の概況把握は，耐震解析位置決定
の際，重要な事項となる。
　また，既存の資料が入手できない場合，ボーリング
調査や表面波探査などの地質・地盤調査，土質試験に
準じた室内土質試験を行うことが重要である。
　なお，調査に要する期間や予算に限りがある場合，

図－３　地震動予測モデルを用いた地震時外力の設定フロー

図－４　耐震解析位置の選定



—　　—62水と土　第 170 号　2013

　②鉛直屈曲部
　③水路付帯施設との接続部
　④土質変化点（地形変化点，地盤急変部も含む）

７．液状化の検討

　液状化の検討は，耐震設計の手引き，設計基準「パ
イプライン」に記載のある以下の３条件に適合する場
合に必要となる。
・	地下水位が現地盤面から 10 ｍ以内にあり，かつ現
地盤面から 20 ｍ以内の深さに存在する飽和土層
・	細粒分率 FCが 35％以下の土層，又はFCが 35％を
超えても塑性指数 Ip が 15 以下の土層
・	平均粒径D50 が 10mm以下で，かつ，10％粒径が１
mm以下である土層
　液状化の検討には，ボーリング調査，地下水位調査，
土質試験等を行い，Ｎ値，FC（細粒分含有率（％）），
及びD50（平均粒径）が必要である。
　しかしながら，長大な既設農業用水路を対象として
液状化の検討を行う場合，水路施設の全範囲を対象と
するのは水路延長に対するボーリング調査の回数や耐
震解析断面数等の決定方法が不明なことから非効率的
である。このため，事例地区では先ず，自治体で公表
されている液状化マップや，J− SHIS（地震ハザード
ステーション）で公表されている微地形区分（250 ｍ
メッシュ），航空写真等を参考に，液状化の発生を概
略的に検討し，その結果を踏まえてボーリング調査等
を実施し，設計基準「パイプライン」の標準の検討方
法である FL値法などによって実施することが効率的
である。
　図−６はGIS を活用して県が公表している液状化危
険度マップに農業水利施設を重ね合わせたもので，液
状化の危険度を概略的に判断し，評価したものである。
ただし，地方自治体が策定している地域防災計画に想
定地震動の検討がなされる場合もあることから，各事

６．地震応答対策

　平成21年３月に改定された設計基準「パイプライン」
には，耐震設計手法が確立していない地盤変状に対す
る安全性を確保するため，応答変位法などの耐震設計
に基づく対策を検討した後，屈曲部，土質変化点，ご
く軟弱な粘性土層及びシルト層，液状化の予想される
飽和砂質土層など，計算により定量的な対策が得られ
ないものについて，地震応答対策を行うこととなって
いる。
　地震応答対策は，地震動に対する地震応答対策と地
盤変状に対する地震応答対策に区分されており，事例
地区では，各種基準類 16，17，18）における考え方を参考
にして，簡易的に抜け出し量を算出している。
　管接続部の抜け出しの許容値は，漏水による２次災
害の防止，継輪の経年変化を考慮して，規格値（土木
工事施工基準：農林水産省農村振興局整備部設計課監
修）の 1/2 としている。また，抜け出し量の算出結果
は総和であることから，過去の地震被害を踏まえて許
容抜け出し量を３本で分担させることや，８本で重み
付けをして分散させるなどの設定がなされている。
　なお，評価した地震応答対策箇所は以下の４点であ
る。（図−５）
　①水平屈曲部

表－４　事例地区における構造種別ごとの地震に対する影響度合い

図－５　地震応答対策検討箇所
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例地区の地域特性や施設特性に応じた地震動を十分検
討する必要がある。
　微地形区分は，土地の起伏だけでなく形成過程，形
成時期，構成土質がほぼ同一な単元で分類されたもの
であり，微地形区分による液状化可能性の判定基準に
ついては，平成 11 年１月に旧国土庁防災局震災対策
課が公表した「液状化地域ゾーニングマニュアル（平
成 10 年度版）」19）に記載されている。（表−５）また，
国土交通省関東地方整備局と公益社団法人地盤工学会
が平成 23 年８月に公表した「東北地方太平洋沖地震
による関東地方の地盤液状化現象の実態解明　報告
書」20）において，微地形区分と液状化発生箇所の関係
の調査結果が示されている。（図−７）
　このほか過去に液状化が発生した箇所では，再び液
状化が発生しやすい傾向があることが東北地方太平洋
沖地震でも確認されたとの研究が多数報告されてい
る。このため，当該地区の液状化履歴を文献等で調査
することも必要であると考える。

図－６　東南海・南海地震　液状化危険度
（東南海・南海地震同時発生時における液状化危険度と農業水利施設をGISにより重ね合わせた図）

表－５　地盤表層による液状化可能性の程度19）

図－７　関東地方の微地形区分図と液状化発生地点20）
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会において検討された震度分布・浸水域等に係る
データ提供について（2012.12）

12）	中央防災会議：中央防災会議において検討された
地震動及び津波に係るデータについて（2007.4）

13）	久世益充，杉戸真太，能島暢呂，柳生健司：強震
動加速度記録を用いた1999年台湾集集地震におけ
る震源過程のインバージョン：第26回地震工学研
究発表会講演論文集（2001.8）

14）	日本道路協会：道路橋示方書・同解説Ⅴ耐震設計
編（2012.3）

15）日本道路協会：道路土工擁壁工指針（2012.7）
16）	日本水道鋼管協会：水道用埋設鋼管路耐震設計基準
（2006）

17）	日本ガス協会他：高圧ガス導管耐震設計指針
（2004）

18）	日本下水道協会：下水道施設の耐震対策指針と解説
（2006）

19）	国土庁防災局：液状化地域ゾーニングマニュアル
（平成10年度版）（1999.1）

20）	国土交通省関東地方整備局，公益社団法人　地盤
工学会：東北地方太平洋沖地震による関東地方の
地盤液状化現象の実態解明報告書（2011.8）

　なお，東日本大震災ではパイプラインの埋戻し土が
液状化し被災したため，埋戻し土の土質性状を把握す
ることが重要であり，特に砂基礎が使用されている場
合には注意を要する。

８．おわりに

　これまで報告した耐震調査は，国営地区を対象に試
行錯誤しながらまとめた簡易な一手法であり，今後の
研究や技術革新により改良の余地は十分あると思われ
る。会員の皆様のご意見を賜れれば望外の喜びである。
　長大な構造である既設農業用水路全体の耐震化は，
多額の費用を要するだけでなく，過大な構造物となる
場合も想定されることから，重要度評価の結果や機能
診断の結果も総合して，耐震対策や，ソフト対策を含
む減災対策について，関係機関や地元と十分に調整し
ながらさらに検討を進め，国の大切な資産である農業
水利施設を次世代に引き継いでいくことが必要であ
る。
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３）	土地改良事業計画設計基準及び運用・解説　設計
「パイプライン」（2009.3）
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　平成 23 年９月からは，田沢二期農業水利事業によ
り田沢疏水左岸及び右岸幹線用水路，更に東側の奥羽
山脈側に位置する第二田沢幹線用水路等に係る施設の
改修事業が始まった。
　本稿では，新たな改修事業の開始を機会に，田沢疏
水の歴史を振り返るとともに，仙北平野東部の農業水
利開発の変遷について紹介するものである。

２．田沢疏水の始まり

　仙北平野での大規模な農業水利開発は，江戸時代に
遡る。江戸時代に秋田を治めていた佐竹藩は，慶長７
年（1602 年）秋田への移封後，藩財政安定のため新田
開発を奨励した。しかし仙北地方では，山地が占める
地域が多く，しかも平野は扇状地のため標高差が大き
く水利の便が悪いため開発が他地域より遅れていた。
江戸時代中期の 1705 年以降，藩内では宝暦，天明，
天保の飢饉や凶作が頻発したため農村が疲弊し，新田
開発が停滞したが，秋田藩は財政を改善するため，新
田開発の開墾者に対する減免や特典を設けるなどの対
策を行っている。
　仙北平野では，新田開発に必要なかんがい用水を確
保するために農業水利開発が行われてきたが，その一
つに現在の田沢疏水の起源となる事業がある。この開
発計画では，3,000 町歩（約 2,980ha）の開田のため仙
北郡白岩村（現仙北市角館町）広久内地先の雄物川支
流の玉川に堰を設け，左岸から川内池村（現仙北郡美
郷町野荒町）に向かう約 26kmに及ぶ素掘水路が計画
された。
　この開発計画は，角館の芦名家遺臣で後に秋田奉行
などを勤めた蓮沼沖の計画と進言により，藩財政に携わ
る高橋新兵衛と六郷村（現美郷町）の資産家数名が協
力して行われた。この事業は，佐竹藩主佐竹義厚公の
時代の1825 年（文政９年）に着手され，新たな水路と

１．はじめに

　秋田県南東部を流れる雄物川流域には，南北約
60km，東西約 15km におよぶ横手盆地があり，盆地
の北部は仙北平野，中南部は平鹿平野と呼ばれている。
（図−１）この仙北平野の東部に現在の田沢疏水があ
る。田沢疏水の起源は，約 190 年前に遡る江戸時代後
期に新田開発のために計画，造成され，その後放棄さ
れた用水路である。昭和に入り山側に路線を移し，資
材不足の中建設され，これまでに改修が一度行われ現
在に引き継がれている。

【歴史的土地改良施設】
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るが，ほ場整備や地域の開発が進められる以前の地形
図である旧版地図（５万分１地形図の角館（大正５年
測量）及び六郷（大正２年測量））に，御堰が「土囲」
として表示され，御堰の素掘水路がどこを通っていた
のかがわかる。（図−２）

　また旧版地図より以前の明治 11 年（1878 年）前後
に作成されたと見られる公図には御堰が示されてお
り，現在の地積図等と比較すると詳細な路線が解ると
思われる。次の図は，旧版地図に表示された御堰の路
線を現在の地形図に転記したものである。旧版地図で
は，現仙北市角館町広久内地先にあったと言われる玉
川の取水施設から仙北市角館町白岩までの間や路線の
一部で素掘水路の表示が無い。また現仙北郡美郷町六
郷付近で素掘水路の表示が無いが，更に下流の美郷町
野荒町に御堰の末端部分が表示されている。（図−３）

山林原野約 200haの新田開発を行い，1833 年（天保４
年）に完成した。この水路が現在の田沢疏水の起源で
あり，御

お

堰
せき

と称された。御堰は完成後，洪水による河
川横断部の掛樋の破損等を修繕しながら利用されたが，
1854 年（安政元年）の洪水により玉川の取水口を始め
河川を横断する樋管が破壊され，ほとんど使用不可能と
なった。1904 年（明治 37年）には，復旧のため秋田県
が調査を行ったが，復旧には至らなかった。

３．御堰

　御堰の素掘水路跡は，仙北平野でのほ場整備の進展，
また耕地や道路用地等として利用されたこと等から，
現在ほとんど残っていない。太田町史通史編（大仙市）
に，大仙市太田町新田の御堰跡の素堀水路が紹介され
ている。（写真−１）この御堰跡は約 50 ｍ程度残って
おり，水路底の西側が道路擁壁となり，東側は当時の
素堀水路の法面と見られる斜面が残っている。水路底
から左岸の堤までの高さははっきりしないが，法面は，
ほ場整備された水田の畦畔につながっている。

　また御堰跡は，秋田県遺跡地図情報によると文化財
には指定されてないが，場所等の遺跡情報が２箇所登
録されている。１箇所は痕跡が無くなっているが，仙
北郡美郷町湯ノ沢には痕跡が残っている。現地確認の
際には，地域の住民の方に伺っても御堰について知る
人がおられず，集落の古老でないとどこを通っていた
のか解らない状況だった。現在の御堰跡は，昨年埋め
られ畑になっていたが，写真−２（下流側から上流方
向）の様に，写真の左手前の盛土状に見える部分及び
右側の一段上がった畑の法が素堀水路の堤跡であると
のことだった。また水路の深さは，水路底に立つと，
堤から頭が出なかったとのことであり，深さは少なく
とも 150 ～ 60cm はあったものと思われる。また当時
の測量は，夜に松明を使い行ったと父親から聞いたこ
とがあり，建設時の様子も今では語り継がれることも
なくなっているとのお話だった。
　この他，御堰の痕跡が残っている場所は，数カ所あ

写真－１　御堰跡（下流側から上流方向）

写真－２　御堰跡（下流側から上流方向，点線は推定）

凡　　例

土　囲

大仙市太田町新田の
御堰跡

図－２　	旧版地図（この地図は，国土地理院発行の５万
分の１地形図（角館）を使用しました。）
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開墾計画を策定し，昭和 12 年（1937 年）３月第 70 帝
国議会での協賛を得て，国営田沢疏水開墾事業が開始
された。（図−４）この事業は，山林原野などの開田
を行い，土地利用を増進し農村経済の改善を図ると共
に，開墾地には自作農を増やし優良な農村を創造する
ことを目的とした。かんがい用水は，雄物川支流の玉
川の抱返渓谷内にコンクリート重力式堰堤（現在の抱
返頭首工（写真−３））から 12.25m3/s，神代調整池の
神代取入水門（現在の神代右岸取水口）から 2.66m3/s
を取水し，幹線用水路（左岸 31.26km，右岸 2.6km），
開田地区 2,500 町歩（約 2,480ha）（内 1,700 町歩（約
1,690ha）は地元小農家の増反，800 町歩（約 620ha）
は入植者向け）として計画されている。
　昭和 12 年から主要工事を農林省，他の工事を秋田
県及び地元耕地整理組合が分担し着工している。昭和
18 年の農地開発営団（戦前の食糧増産政策を目的とす
る特殊法人）の発足と同時に営団に継承されたが，昭
和 22 年の営団の閉鎖により再び農林省の直轄事業と
して行われるという経過を経て，当初の事業期間の７
カ年は，太平洋戦争のため大幅な延長を余儀なくされ
ている。（写真−４）また開墾工事は，当初人力によ
り行っていが，昭和 30 年代に入りブルドーザーによ
る土木工事の時代を迎え，年間 500ha 以上の開墾が可

　奥羽山脈西側の麓を最上部に西側に傾斜する扇状地
である仙北平野を，御堰は白岩付近で標高約 82 ｍか
ら末端部では約 62 ｍまでの約 20 ｍの落差で，南北に
等高線に沿って通っていた。この路線は，後述する現
在の田沢疏水左岸幹線用水路より 500 ｍ程度西側の 10
ｍ程度低い場所となっている。

４．昭和の御堰（田沢疏水）

　大正時代に入り幾度か御堰の復旧が計画されたが実
現しなかった。この時代は，食糧需給が逼迫していた
ことから食糧増産が進められており，その対策として，
当時の農商務省が全国で集団開墾適地について土地利
用計画を立て，耕地拡張事業を促進しようとしていた。
仙北地域では，秋田県知事の申請に基づいて，神代村
（現仙北市）外２ヶ町村及び白岩村（現仙北市角館町）
他９ヶ町村の２地区の土地利用計画が立てられた。こ
の計画は，田沢湖，玉川及び新設のため池等を用水源
として，1,640町歩（約1,630ha）の開田を行うものであっ
た。一方昭和 11 年４月に東北振興電力株式会社が設
立され，田沢湖及び玉川の河水を調整利用して玉川に
発電事業を行うことになった。その水利用計画につい
ては，開墾計画と両立させるために，当時の内務，逓信，
農林省の三省間で協議が成立した。農林省は田沢疏水

図－３　御堰，田沢疏水，第二田沢幹線用水路

田沢疏水左岸幹線用水路田沢疏水
右岸幹線
用水路

玉川

神代調整池
右岸取入口

左岸取入口

受益地
新設用水路（開渠）
新設用水路（トンネル）

凡　　例

図－４　田沢疏水開墾地区　事業概要図

写真－３　建設当時の抱返頭首工
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了している。
　本事業による仙北平野の東端を通る第二田沢幹線用
水路の完成をもって，江戸時代から続く仙北平野東部で
の農業水利開発，新田開発がほぼ終了したとも言える。

６．田沢疏水の改修

　昭和 40 年代後半には，国営田沢疏水開墾事業によ
り造成された幹線用水施設は，戦中戦後の資材不足の
時代に施工され，施工後 30 年以上が経過し，水路の
崩壊が多くあり維持管理費用も増加している状態に
あった。このため，田沢疏水左岸及び右岸幹線用水路
約 31km，抱返頭首工及び神代右岸取水口を更新する

能となり，昭和 37 年度に完了している。
　田沢疏水左岸幹線用水路は，玉川での取水位置が御
堰の取水位置より高位に計画されたため，御堰より東
側の高位部を通り，荒野が開田され，かんがい受益農
地を広げることになった。この田沢疏水開墾事業の完
成は，江戸時代からの新田開発，農業水利開発にかけ
た農家，関係者の多大な苦難の歴史の上に完成した昭
和の御堰とも言える。

５．第二田沢疏水

　昭和 20 年８月の終戦後には，厳しい食糧危機に直
面したため，食糧増産と戦災，海外引き揚げ者の雇用
対策を目的に，開拓を促進するため各種事業が進めら
れた。昭和 30 年代に入り，開拓から経営規模拡大の
動きが活発となった。仙北平野においては，田沢疏水
開墾事業により広大な原野が開拓されたが，左岸幹線
用水路の更に東の上部地域の開発が取り残されてい
た。またこの地域の既墾地の水田は乾田化が進み，か
んがい用水不足が生じたため地下水が利用され，また
経営規規模も開墾地域と比べ低くなっていた。このた
め，第二田沢疏水の要請が関係町村から秋田県に出さ
れている。この様な背景から農地造成により経営規模
を拡大し，農業構造の改善と自立経営の育成を図るた
め，開拓と基幹から末端までの水利施設を一貫して施
工するモデル事業として開拓パイロット事業制度が制
定され，国営，県営等の事業が実施された。
　仙北平野では昭和 38 年，国営総合開拓パイロット
事業の全国第１号の地区として実施されたのが，国営
第二田沢開拓建設事業である。（図−５）本地区は，
既存農家の自立的な農業の基盤を整備するため，玉川
水系にある神代調整池の左岸から最大 3.00m3/s を取水
する第二田沢取水口，第二田沢幹線用水路 25.5km の
新設をはじめ，地区内の支線，小支線，小用水路，農
道等まで施工した。（写真−５，６）また田沢疏水の受
益地より更に一段高い東側にある未墾地 507ha の開拓
や既耕地の区画整理 366ha を行い，昭和 45 年度に完

写真－４　幹線水路工事（昭和25年頃）

第二田沢取水口

第二田沢幹線用水路

凡　　例
受益地（第二田沢開拓）
受益地（田沢疏水開墾）
新設用水路
既設用水路

図－５　第二田沢地区　事業概要図

写真－６　建設中の斎藤川水路橋

写真－５　完成当時の斎内川水管橋
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８．おわりに

　江戸時代からの地域の人々の農業水利開発への思い
と努力の結果，現在の田沢疏水左岸幹線用水路や第二
田沢幹線用水路等をはじめとする現在の田沢疏水が完
成した。また田沢疏水の建設とともに，昭和 15 年ころ
から本地域で入植が始まっている。当時の入植農家の当
時の苦労話等が，「疏水のながれ」（太田町公民館編）
に残されている。昭和 30 年代のブルドーザーによる開
田作業が行われるまでは，人力による抜根や開墾田か
らの多くの石の排除等，過酷な労働を強いられていた。
今では想像も出来ない状況の中での開墾作業であった
が，現在では，秋田県有数の水田地帯となっている。
　現在，田沢疏水左岸及び右岸幹線用水路，第二田沢
幹線用水路等の基幹施設は，秋田県田沢疏水土地改良
区を中心に維持管理が行われている。この歴史ある田
沢疏水が，土地改良区の適切な維持管理を通じて，仙
北平野の農業農村の持続と発展のため引き続き長く利
用されることを願う。
　なお御堰跡の調査に関して，秋田県大仙市の髙橋一
倫氏に貴重な情報を提供頂いた。ここに記して感謝の
意を表する。

【参考文献】
１）	仙北土地改良協会：仙北土地改良誌,	二巻,	pp.1−
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２）	大仙市：太田町史,	通史編,	pp.277−278,	pp.810−
824,	2007

３）	農林省田澤疎水開拓建設事業所：田澤疎水開拓建
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５）	秋田県田沢疏水土地改良区：疏水の歩みを語る,	
PP.35-36,	平成９年10月
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ため，昭和 54 年度から国営田沢疏水農業水利事業が
開始された。当時かんがい用水は，玉川及び渓流小河
川に水源を依存していたが，渓流小河川依存地域では，
地下水に依存しており，受益面積 3,890ha 全体にわた
る水利用計画の見直しもこの事業で行われた。また国
営の関連事業としてほ場整備事業，暗渠排水事業を行
い，農業経営の近代化と営農の合理化を進め，平成元
年度に完了している。（写真−７）

７．田沢二期農業水利事業

　このように田沢疏水地域では，幹線用水路等の基幹
水利施設が長年にわたり整備され，一部は改修が行わ
れ，関連する圃場整備等が進み，現在では秋田県を代
表する穀倉地帯となった。しかし，これらの基幹施設
は整備後 20 ～ 40 年以上の年数が経過して，老朽化が
進みコンクリート水路には亀裂や漏水等が発生し，農
業用水の安定供給に支障を来してきているとともに，
施設の維持管理に多大な経費と労力を必要となってき
ていた。また，一部のほ場区画が狭小で大型機械によ
る農作業が困難であることや水源が不安定で用水不足
となっていることから，効率的な営農の実施にも支障
をきたしている状態にある。
　このため，本事業は頭首工，取水口及び幹線用水路
の改修を行い，また第二田沢幹線用水路掛かりの一部
の受益地を田沢疏水左岸幹線用水路掛かりに変更する
かんがい用水の再編を行う計画となっている。これに
より農業用水の安定的な供給と施設の維持管理の軽減
を図るとともに，関連事業により区画整理を実施する
ことで営農の合理化を図り，農業生産の向上と農業経
営の安定に資することを目的に国営田沢二期農業水利
事業が平成 23 年度からはじまった。また，本事業で
は施設の改修に併せて地区内の農業用水が従来から有
している，景観・親水，消流雪用水，防火用水等の地
域用水機能を，秋田県田沢疏水土地改良区が行ってい
る農業水利施設保全合理化事業と一体的に行い整備を
推進していく計画となっている。（図−６）

写真－７　現在の田沢疏水左岸幹線用水路

図－６　田沢二期地区　事業概要図
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　農業農村整備事業での効果的な GIS 活用のために
は，費用面，保守管理面，操作面の改善による導入促
進策も必要であるが，それ以上に，利用場面の拡大と
情報更新技術の早急な開発が求められている。1）

　基盤となる地図等の更新は，国や都道府県行政側で
の整備も徐々になされ，市販価格も低下しているため，
ある程度事足りてきた。しかし，現場における属性デー
タ（質・状態に関するデータ）の更新は，現場調査者
や住民の協力に依らざるを得ないため，GIS を活用し
た調査システムのモバイル化及びその高速化・高度化
を実現し，効率の向上を図ることが必要であり，それ
によって利用頻度は格段に向上する。
　そこで，農村工学研究所では，株式会社イマジック
デザインと平成 18 年度～ 20 年度にかけて，官民連携
新技術研究開発事業「住民参加型農村計画策定支援シ
ステム」2）において開発した３次元クライアント&サー
バ型農地基盤地理情報システムである「VIMS」を基
幹システムとして，平成 23 年度～ 25 年度において，
同じく，官民連携新技術研究開発事業「農業水利施設
のストックマネジメントを支援するオンサイト情報シ
ステムの研究開発」において，近年急激に高速化，広
域化した通信網とAndroid や iPad，iPhone 等に代表
されるモバイル PCをフル活用し，現場で作業が可能
なオンサイト地理情報システムの開発を行った。
　本研究における特有な技術課題としては，１）情報
の入力負荷を低減する位置情報取得精度の向上方法，
２）オンサイトで求められかつモバイルデバイスの特
徴を利用した容易な情報入力方法，３）AR機能等の
システム活用のための支援システムである。ストック
マネジメント自体がこれから拡大する業務であること
と，モバイルの性能的課題はあるものの，現場利用の
技術はすでに実用に達していることから，本研究開発
では，即実用に資する技術開発を目標としながら，一

１．GIS 利用の現状と拡大

　農業農村整備事業において，地理情報システム（GIS）
は，土地・水利用，環境・防災，地域振興等において，
計画から設計・施工・管理に至る各段階で技術者に利
用されている。また，住民参加活動における学習・プ
レゼンテーションの場に無くてはならないツールとな
りつつあり，近年多くの事業現場でGIS が導入されつ
つある。さらに今後，国営・県営規模の農業水利施設
のストックマネジメントから地域住民による農地・水
保全管理などの末端施設の管理施策を効果的に推進す
るに当たって，GIS 技術の利用拡大が見込まれる。
　しかし，その利用実態を見ると，設計コンサルタン
ト等ではGIS の本来の特徴を活かした利用がされてい
るが，国・都道府県や自治体の農林行政部局では，ま
だ	GIS の持つ機能の本格的な利用には至っていない。
広域の農林地や水路網等の膨大な地図・地理データが
集積されたシステムがあるものの，地図の閲覧，申請
確認程度の利用に留まっており，今以上の利用拡大が
期待されている。また，利用拡大が進まない要因の一
つとして，情報更新の遅れの問題は大きい。GIS 情報
の更新は末端利用者の人海戦術に頼るところが多く，
情報の更新が現場からの要求に対応できずに，普及を
遅らせているのも事実である。情報共有の価値が利用
者間で認められ，必然性のある情報更新が継続的にな
されて初めて普及と言え，時期の固定された地理情報
をビューア等によって配布する程度では普及とは言え
ない。

【技術情報紹介】
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命化対策を講じ，既存ストックの有効活用を図ること
が求められている。3）

　現在，基幹的農業水利施設を対象に，各事業主体や
管理主体が保有している情報の一元化を図るととも
に，ストックマネジメントの各段階で得られる各種情
報を集計・分析するためのツールとして，農林水産省
は「農業水利ストック情報データベース」（以下「水
利ストックDB」という。）の本格的な運用を 2007	年
度から開始している 3）。水利ストックDBと農地基盤
に関する情報をGIS 上で連動することは技術的にはそ
う難しいことではない。しかしながら，農地基盤の状
態と耕作形態，農道や農業水利施設の維持管理状態等
の情報が毎年のように変動するため，これに即応して
情報更新を行っていかなければ，GIS 化された「水利
ストックDB」は利用価値を失うこととなる。しかし
農地に関するデータの更新には多大な労力と費用を要
するので，調査の簡便化を図り，その結果を直ちに閲
覧でき，情報を継続的に有効活用できる技術を開発す
ることが必要である。
　現場における属性データの更新は，現場調査者や住
民の協力に頼らざるを得ないため，情報の調査システ
ムのモバイル化・高度化は開発の重要な要件となる。
（図−２）また，これに合わせ，現場の情報が直ちに
その情報を必要とする者に利用可能となることも，次
世代の情報システムとして重要である。

歩先に進んだ機能の搭載も行い，実利用の中で詳細な
部分についての改良は今後も進めることとしている。
GIS は初期投資，保守管理が高額で，かなりの経済的
負担となる技術ツールであるが，本開発システムは，
これまでと比較して，極力費用負担を小さく抑えてい
ることから，費用に見合った効率化が図れる。
　開発の主たる目的は，ストックマネジメント業務の
支援であるが，モバイル化のために搭載する機能は，
災害調査や耕作放棄地等の農地基盤調査の支援にも活
用できる。

２．GIS 利用の方向性

２－１．農地管理ツールとしての対応
　農業において利用されているGIS として代表的なも
のに農地基本台帳がある。現在，農業委員会が法令業
務として手作業で行ってきた「旧来の農地基本台帳」
（以下「台帳」という。）に電子情報化（データベース化 :
以下「DB化」という。）を図り，これに対応する地理
情報を結びつける（以下「GIS 化」という。）作業が
進められており，全国で３割ほどが実施済みといわれ
ている。この台帳の「DB化＋ GIS 化」は，土地資産
である農地の位置情報と法的位置付け，及び権利関係
の情報を一本化してフレキシブルな土地施策を可能と
し，また，台帳の情報のチェックも併せて進められて
いるため，精度も向上し，農地基本台帳のGIS 利用が
進めば，大規模農家や認定農業者らの担い手に早くか
ら求められていた農地利用集積の検索ツールや人・農
地プランの策定ツール等，視覚的な基礎資料作成ツー
ルのとしての活用領域の拡大も見込まれる。（図−１）
２－２．ストックマネジメントへの対応
　土地改良施設の資産価値は基幹的な水利施設で 18
兆円，全体では 32 兆円にも及ぶとされているが，そ
の多くは戦後の食糧増産や高度経済成長期に整備され
てきたことから，耐用年数を超過した老朽施設が増加
している。一方，国と地方ともに財政状況は厳しく，
施設の全面的な更新は困難になっており，施設の長寿

図－１　農地基盤台帳をGISで整理

図－２　水利施設の位置と設計図面管理
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　山形県河北町元泉地区は 130 戸，500 人ほどの平地
水田地帯で，農地・水保全管理支払交付金（以降「農
地水」と略す）の対象地区であるが，先進的に住民ベー
スで GIS を活用し，農地，水路，道路だけでなく，生
き物や景観なども含めた地域資源管理を進めている 4）。
（図−３）

３．これからの GIS に求められる要件

　農業農村整備事業におけるこれまでの GIS ソフト
ウェアの開発は，行政側での利用に資するものが殆ど
であり，地域住民や小規模の団体等が欲する機能を考
えた議論は殆どなされていない。しかし，これからの
活用先は，行政そのものよりも住民側，または行政と
住民をつなぐ部分であることから，行政が使うソフト
であっても，住民側で必要とされる機能とは何かを合
わせて設計しなければならない。これまでのソフト
ウェアは，現場や住民が必要とする機能以上の高度な
機能を搭載しており，その結果，利用されないシステ
ムとなることも多く見受けられた。また，住民への情
報提供を主としたWebGIS 等では，住民は使いやすい
が，高度な分析はできない場合が多い。情報整備に予
算が限られる今日において，ソフトウェアの選定に当
たっては，何よりも「利用者の身の丈に合わせた性能」
を考えなければならない。
　次に，GIS に今後求められる重要な視点として，情
報の共有化が挙げられる。分析のためのGIS は数多く
見られるが，ネットワークで地図情報を共有でき，汎
用的に利用できるシステムで安価なものはまだまだ少
ない。地域の様々な資産を地図上に整理し，農業農村
整備事業が必要とする情報化を行い，それらの有用な
情報を地域住民や組織で共有する機能は必須と考え
る。土地と水の広域の面的把握は農林行政の真骨頂で
あり，どの省庁よりも包括的な情報共有管理を担うべ
きであろう。
　GIS の有効性が認識され，使用する事業所も徐々に
増えてきてはいるが，運用上の問題点としての継続性
とセキュリティの問題がある。継続性に関しては，デー
タの維持管理が重要となるが，データが有効に使われ
るためにはGIS 運用に関する基本方針や基本設計が大
切である。セキュリティの規程をコンサルタントに任
せているため，必要十分なものではなく，ややもすれ
ば過剰な規制を設けている機関が見受けられる。各々
の事業毎にフレキシブルに設計すべきと考える。個人
情報保護についても，もちろん十分に考慮しなければ
ならないが，あまりにも厳格な解釈は，情報利用の観
点からは支障となるであろう。
　総括すると，GIS 導入に当たって求められる要件は，
目的に合った性能とコストのバランスが良いこと，情
報の共有性が高いこと，情報共有のためのセキュリ

２－３．地域自治防災への対応
　平成 23 年の東北地方太平洋沖地震以降，南海トラ
フを震源とする東海・東南海地震への対応が課題とな
り，日本全土で防災・減災意識が高まっている。津波
被害もさることながら，農村部に多いため池施設の決
壊等への対策が大きな課題である。また，近年頻度が
高くなった局所豪雨による土石流，洪水についても，
地域住民の関心は高く，GIS を活用したハザードマッ
プの充実とその公表はもちろんのこと，住民自身が地
域に起こりうる災害（被害）を普段の生活の中で意識
して想像することで地域の災害リスクを感覚的に認識
し，自主的な防災活動方針を明らかにしていこうとす
る動きも多い。
　突発性の高い災害においては，公的な情報開示を待
つのでは遅く，自主的な情報収集により，独自の判断
ができるようにしたいという意識を住民は持ってい
る。無益な公的責任論より，自身で判断できる情報を
共有できることを求めている。
　地形や土壌，道路，水路等の既存の空間データだけ
でなく，住民自身が有する経験知としての過去の災害
記憶データ，科学的知見によって得られるシミュレー
ションに加え，雨量，水位などの観測データを一貫し
てGIS に取り込めば，初期判断を迫られる区長や消防
団長が行動判断のための訓練を日常的に行える。
２－４．高度な地域資源管理への対応
　多面的機能の発揮において，農村の生態系や景観機
能の持続的管理は重要な要件であり，GIS 技術の活用
が期待されている。緑地と水域の関係性の中で人間が
どのような営みによって生態系に影響を与えているの
かを土地情報から紐解き，適正な景域計画を施策推進
することが，長い年月を生き抜く地域の力を形成する。
　田んぼの生き物調査等の全国的な生物資源データが
集積され，環境省の環境モニタリングのデータも充実
してくるにつれ，GISの役割は大きくなる。また，農地・
水・環境の保全にかかる施策の推進に伴い，地域毎に
環境への配慮が息づきはじめており，GIS 技術は末端
での生物モニタリング，水質管理などにも使われるよ
うになるであろう。

図－３　景観・生物資源のモニタリング情報管理
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バイルデバイス（タブレットまたはスマートフォン）
上で動作するアプリケーションを開発した。地図や切
り出され変換されたデータベースをモバイルデバイス
上に取り込み，その地理情報をデバイス上に表示する。
ユーザーの操作により，地物に関連した写真や属性
データを検索し表示する。これらクライアント PCお
よびモバイル双方のアプリケーションソフトウェアに
関して，ユーザーのニーズ調査を元にした設計に沿っ
て，必要な機能追加やインターフェイスの調整を行な
う。
　モバイル機種の選定については，現在のモバイル端
末の市場は 2010 年度で 1,085 万台，スマートフォン
は 850 万台でタブレットは 81 万台 5）と 10 倍以上の規
模の違いがあり，OSのシェアとしてはAndroid がス
マートフォン 60.9％，タブレット端末 25.6％ 6）と優勢
である。それぞれのOSにおけるアプリケーションの
開発や配布についての現状を見ると，iOS では，開発
言語は主に Objective-C で，開発はMacOS	X 上で行
い，一般への配布は審査のあるAppStore を通さなけ
ればならないので，ウイルスに感染した（不正アプリ
のインストール等を含む）アプリが出回る可能性は低
いのに対して，Android では，開発言語は主に Java で，
一般への配布は自由であるが，シェア拡大にともない
ウイルスや不正アプリの報告も増加している。また，
Android では今回のバージョン 4.0 で統一されるもの
の，メーカー毎のカスタマイズが施されているため，
機種によってはアプリケーションが正常動作しない場
合も生ずる。以上のことから，iVIMS では，iPhone	
4S（5S については検証中。）および iPad	2（または
その後継機種。2012 年３月に新機種（解像度 2048	x	
1536）が発売された。）を選択した。スペックが問題
ないことはもちろんだが，一般に広く使用されている
機種であること，OSおよびハードウェアの開発に継
続性があり，バージョンアップや後継機種が出た際の
対応が比較的容易であると考えられること，スマート
フォンとタブレットでプログラムコードなどの共通化
が図りやすいこと，ウイルス感染の可能性が小さいこ
とが，その理由である。

５．モバイル GIS の野帳機能の搭載

５－１．VIMSとのデータベースの連動
　VIMSと新規開発の iVIMS のデータベースは，その
構造は同等のものとして構築されているが，PC用は
Microsoft	SQL	Server を，モバイル用は SQLite をそ
の管理システムとして使用しており，これらの間を橋
渡しするデータベース同期ツールが必要となる。そこ
で，Windows 上で起動し，単独で動作するアプリケー
ションとして，サーバ間での同期機能を持つ総合的な
同期ツールとして「VIMS	Sync	Server」を開発し，

ティも業務目的に沿ったレベルであることと言える。
　基盤となる地図等の更新は従来の航空測量を元とし
たもので必要十分であるが，現場における属性データ
の更新は，現場調査者の効率性の向上や住民の申請の
簡略化に頼らざるを得ない。そのためには調査システ
ムのモバイル化，およびその高度化を実現することが
早急に必要である。モバイル端末を使用することによ
り，現場の地理情報が意思決定権者等の責任者まで
シームレスにデータ閲覧が可能であることも，次世代
GIS として重要である。このような GIS のことを，本
報では単純に「モバイルGIS」と呼ぶ。
　モバイルGIS の開発に当たっては，土地改良技術事
務所や調査管理事務所等に対して，ニーズ調査を行っ
た。現在行なわれているストックマネジメントの対象
および方法や，本システムが実現し導入された際に考
えられる想定メリット，取り扱う情報の具体的な種類
や数量・範囲・更新の頻度，システムに望まれる機能
などをヒアリングし，実現性や汎用性を考慮した上で，
情報を蓄積・分析のためのデータベースサーバや PC
ソフトウェア整備とモバイル地理情報システムアプリ
ケーションの開発を行った。

４．モバイル GIS の基本システム

４－１．基幹システムの概要
　今回開発したモバイル GIS「iVIMS（iPad，iPhone
を利用することからの呼称）」の利用に当たっては，「農
地基盤地理情報システム（VIMS）」（機構− Q05）を
基幹システム（本部サーバ）として採用し，この基幹
システムに，モバイル GIS へのデータ配信のための
追加機構を開発した。具体的には，オンサイトでの使
用を容易にするために，限定した範囲での切り出しお
よびデータ形式への変換を実現した。また，本システ
ムで追加される特有のデータをデータベースへ取り込
み，PCで閲覧可能とする機能を追加した。（図−４）
４－２．アプリケーションの開発
　オンサイトで情報を閲覧および入力するための，モ

図－４　ソフトウェアの構成とデータの流れ
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説明する地図メモや写真メモに書き込み，職場に戻っ
てからデータを更新することの方が多くなるであろ
う。
５－３．写真メモ機能
　現場で写真を撮影すると同時に，位置情報を属性と
して付加することは，災害時等では重要な共有情報で
ある。そこで，iVIMS には，緯度経度位置情報付き写
真を登録できる機能を搭載した。iPhone や iPad のカ
メラで写真を撮影し，地図にそのアイコンを追加した
り，選択された既存の図形オブジェクトに関連付ける
ことができるようにした。写真をアイコンで追加する
場合は，シャッターボタンをタップして写真が撮影さ
れると，写真の位置情報の調整画面になる。最初は現
在位置が示されているが，地図をドラッグすることで，
写真の位置情報を調整することが可能である。ツール
バー左の「取得位置」ボタンで，取得された現在位置
に戻すことができる。（図−６）また，位置情報の補
正モードが手動指定位置になっていない場合は，「補
正に使用」ボタンをONにすれば，取得された現在位
置とここで写真を配置する位置の関係を，位置情報の
補正のための参照データとして保存することができる
（実際に保存されるのは写真が保存されるタイミング
である）。

モバイル GIS の機能の一つとして組み込んだ。この
ツールにより，VIMS の地図から必要な場所を切り取
り，その範囲のデータベースとともに iVIMS に USB
有線転送することができる。
５－２．関連する属性データの参照と編集
　iVIMS の地図画面上で地物のオブジェクト（農地や
水路等の地物を表す Polygon や Line のこと）を選択
し，表示された吹き出しの右側の右向き矢印ボタンを
タップすると，地物に関連付けられている属性データ
のリストが表示される。関連付けられているデータが
通常の属性データの場合は，テーブルのアイコンとそ
のテーブル名と最終更新日時が表示され，関連ファイ
ルの場合は，ファイル名と最終更新日時が表示される。
関連ファイルが画像ファイルの場合は画像のサムネイ
ルが，その他のファイルの場合はファイル種類別のア
イコンが合わせて表示される。
　リストにて，通常の属性データを示すテーブルを
タップすると，保存されているその属性データが表示
される。上部のタイトルはテーブル名である。属性デー
タはタブレットのキーボードを使って，直接データ更
新を行うことができ，これを本サーバにUSB 有線転
送すればデータを書き換えることができる。（図−５）
ただ，野外現場でのデータ更新作業は，天候条件等に
より，困難な作業となることから，実際には，以下で

図－５　水路・農地等の地物の属性データの参照・編集の流れ

図－６　写真撮影と写真メモの地図上への登録
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６． AR 機能の搭載

６－１．概要
　AR（Augmented	Reality）は「拡張現実」と訳さ
れる機能であり，VR（Virtual	Reality）の進化した技
術である。VRが一般的に仮想空間の可視化であるの
に対して，ARは現実空間に複合的に仮想空間を重ね，
様々な情報を付加する。今回の開発では，農地や水路
の施設位置や関係する画像や図面情報を重ね合わせる
技術を開発しているが，これは，本システムの本来の
目的が農業農村整備事業現場において利用されること
を想定しているためである。調査時に施設の位置が確
認できない場合や埋設管等の地下施設の位置，災害時
に施設の本来の位置を確認する場合等に利用する。ま
たこの機能は，観光での利用が想定される文化資源の
案内看板や教育面での利用としての子供たちの生物観
察のための教材としての利用も可能である 7）。
６－２．AR画面の構成
　GIS 地図画面の表示ツールから「ARを開始」を選
択すると，ARモードになりAR画面が表示される。
GPS が有効になっている場合は，デバイスの姿勢（位
置と角度）に合わせて，カメラで見えている範囲の地
物データをディスプレイに表示する。AR表示部分内
の選択可能な地物のオブジェクトをタップすると，そ

５－４．地図メモ機能
　野帳機能としては，直接地図上にメモを描画して追
加したり，既存の地図メモを削除したりすることも必
要となる。ストックマネジメントや災害調査において
は，損傷箇所や被災箇所の状態を地図に直接書き記す
ことが，情報共有として有効である。
　データツールから「地図メモを開始」を選択すると
地図メモの管理画面になる。ただし，レイヤツールで
地図メモレイヤが設定されていない場合は地図メモの
管理を行えないので，事前に設定しておく必要がある。
一度設定されたプロジェクトでは，次回のセッション
でも設定は有効となる。地図メモ管理画面でツール
バー左の鉛筆ボタンをタップすると，新規の地図メモ
描画画面になる。描画は自由線，直線，距離計測等の
ツールが用意されている（図−７）。iPad では，ボタ
ンをタップしてツールを切り替える。iPhone では，ア
イコンのボタンをタップして，表示されるメニューか
らツールを選択する。
５－５．送信機能
　本開発では，農業農村現場での通信環境が不十分で
ある可能性を考慮し，元のデータベースを直接参照す
ることをせず，ローカルの環境においてデータをUSB
有線転送する手法を採用しているが，災害時のデータ
収集など，場合によってはリアルタイムに取得データ
が反映されることが重要になるため，メール送信機能
を付加した。
　地図メモ管理画面でも，写真メモ画面でも，ツール
バー右上にメールボタンが表示され，選択されたメモ
の画像をVIMS のサーバにメール送信することができ
る。メールの本文は，受信したVIMS サーバが地図メ
モを自動配置できるように，地図メモの位置座標値や
カテゴリ等が記述されているXML文字列となる。通
常は，メールボタンで表示されるメール送信ビューで
そのまま送信ボタンを押すことで，VIMS のサーバに
送信することができるが，アドレスや本文を編集して
送信することも可能である。（図−８）

図－７　地図メモの登録と操作の様子

図－８　写真メモ，地図メモのメール配信の流れ
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人農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所が
株式会社イマジックデザインと共同研究で開発したも
ので，基本的なアプリケーションはストックマネジメ
ントに照準を合わせてはいるが，汎用型であるため，
被災状況の調査や耕作放棄地の調査にも活用でき，住
民の要望に対応し，地物のデータベースやレイヤ構造
を自由に作ることができることから，地域が求めてい
るシステムを簡単に作成することができるようになっ
ている。さらに，基幹システムであるVIMS はオルソ
データや ESRI 社の Shapefile にも対応しており，市
販ソフトとの互換性も高いので，他ソフトと併用する
ことが望ましい利用方法である。
　「何にでも使えるものは何にも使えない」と，シス
テム開発では良く言われるが，スマート化の中では，
選択されるアプリケーションが多いので，十分に選べ
る時代が来ており，「使えるものがどこかにある」ま
たは「使いたいものがすぐ作れる」ようなシステムと
なりつつある。農業経営に使いたいから農作業用GIS，
施設管理に使いたいから施設管理用GIS という利用方
法にこだわらず，今そこにある目的から，将来出てく
るかもしれない目的もしっかりと定めて，どんな GIS
が継続的な利用に耐えうるのかを検討されることをお
勧めします。

【参考文献】
１）	農林水産省（2013）：農業農村整備に関する技術
開発計画

２）	重岡徹ら（2011）：住民参加型地域づくり支援の
ためのコミュニケーションGISの開発，農村工学
研究所技報，第211号，71-95

３）	鈴木孝文（2011）：土地改良施設長寿命化技術の
体系化，JAGREE	82,34-39

４）	農林水産省（2013）：第２回「攻めの農林水産業
推進本部」配付資料事例92

　　	http://www.maff.go.jp/j/kanbo/saisei/honbu/
pdf/5_jirei_noushin.pdf

５）	ICT総研（2011）：モバイル端末普及動向調査，
ICT総研

６）	インターネットメディア総合研究所（2012）：
Android利用動向調査報告書2012インターネット
メディア総合研究所〔編〕，インプレスR&D

７）小林啓倫（2010）：AR−拡張現実，マイコミ新書

の地物が選択され，その地物に関する情報を示す吹き
出しが表示される。
　地物を選択すると，地物に関連付けられた属性デー
タのリスト，または地物が画像アイコンの場合は，関
連付けられている画像が表示される。（図−９）

６－３．位置情報の補正
　位置情報の補正を自動補正にすると，使用している
データベースに保存されている補正参照データから現
在位置における補正値を計算して，位置情報が補正さ
れ使用される。補正参照データは，位置情報サービス
から取得された位置情報と補正後の位置情報の組から
なっており，写真を撮影して画像アイコンとして追加
する際にアイコンの位置を決定して保存するときに追
加できる。また，位置情報補正参照データの管理モー
ドでも追加することができる。補正参照データに近い
場所ほど，その参照データの補正値に近い値になり，
どの場所でも最高３つの参照データから補間計算され
る。補正参照データは推定値であり，場所により，ま
た時間により適正なデータであるという保証はないこ
とに注意が必要である。

７．おわりに

　GIS は，ストックマネジメント，災害・農地調査や
地域資源管理等，様々な場面での利用が想定される。
これまでのGIS はその目的ごとにアプリケーションが
開発され，個別に利用されてきた。しかし，スマート
フォンがそうであるように，これからは，汎用型 GIS
を共通基盤として，様々なアプリケーションをプラグ
インで繋いでいくようなシステムが情報共有化の流れ
の中で重要なGIS のシステム要件となる。
　また，汎用性については，これまでのような専門家
や行政だけが使うシステムでは，その普及拡大は望め
ず，アプリケーションの開発に当たっては，農業サイ
ドであるから農業経営や農業施設だけということでは
なく，地域住民が観光，教育，福祉等にも利用できる
よう，行政の縦割り構造を取っ払い，安価で設計して
いかなければならない。
　今回紹介したモバイル GIS「iVIMS」は独立行政法

図－９　AR機能による情報検索支援
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１．会員の募集
　	　水と土の発行は皆様の年会費によってまかなわれています。今後とも事業地区の技術情報の交流を図るために
は会員の確保が重要となっています。会員の皆様には職場の同僚の方々に農業土木技術研究会の成り立ちや「水
と土」をPRしていただき，会員の勧誘をお願いいたします。平成25年度の年会費は2,300円です。なお，別紙の
PR版を作成しましたので会員の勧誘に活用いただければ幸いです。

２．報文投稿の募集
　	「水と土」は会員の皆様からの報文投稿によって支えられています。報文は以下のように様々なテーマが考えら
れますので，これを参考に皆様が担当されている事業地区の状況を報文にまとめて投稿いただくようお願いいた
します。併せて巻末の投稿規定も参照して下さい。

会 告

①	　事業地区の段階は，企画，調査，計画，設計，施工，管理に分けられるので，構造物の施工の有無に関わらず，
コスト縮減，創意工夫，新技術導入，環境配慮などの視点から取りまとめた報文
②	　ダム，トンネル，橋梁，揚排水機場等の大規模工事や長期にわたる債務負担行為工事等について，調査，計画，
設計，施工の各段階での検討や実績を取りまとめた報文
③	　農村工学研究所や県試験場などへの依頼研究の成果について取りまとめた報文（研究依頼先との連名による）
④	　土地改良技術事務所，調査管理事務所が対応している技術検討や現場支援業務について取りまとめた報文
（当該機関との連名による）
⑤	　海外派遣から帰任した職員の派遣先でのプロジェクト等について技術的見地から取りまとめた報文
⑥	　建設会社，コンサルタント等の会員について，普及性のある事例や技術検討について取りまとめた報文
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１．原稿には次の事項を記した「投稿票」を添えて下記に送付すること。
　　　　　〒105−0004　東京都港区新橋5−34−4　農業土木会館内，農業土木技術研究会
２．「投稿票」
　　　　　　①　表　　題
　　　　　　②　本文枚数，図枚数，表枚数，写真枚数
　　　　　　③　氏名（フリガナおよびローマ字表記），勤務先と勤務先の電話番号，職名
　　　　　　④　連絡先（TEL），（E-mail）
　　　　　　⑤　別刷希望数
　　　　　　⑥　内容紹介（200字以内）
　　　　　　⑦　対象施設（	報文の対象となっている主な施設を記入：ダム，トンネル，橋梁，用排水機場，開水

路，管水路	等）
　　　　　　⑧　キーワード（	報文の内容を表すキーワードを記入：維持管理，コスト縮減，施工管理，環境配

慮，機能診断	等）
３	．１回の原稿の長さは原則として写真・図・表を含め18,000字程度（ワープロで作成の場合，A4版8枚程度）ま
でとする。なお，写真・図・表はヨコ8.5cm×タテ6cm大を288字分として計算すること。
４	．原稿はワープロで作成し，漢字は当用漢字，仮名づかいは現代仮名づかいを使用，術語は学会編，農業土木標
準用語辞典に準じられたい。数字はアラビア数字（3単位ごとにカンマ（	,	）を入れる）を使用のこと。
５	．ワープロで作成した原稿データについては，プリントアウトした原稿（写真・図・表入り）とともにCDデータ
等にて提出すること。
　	　写真・図・表の画像データは，原稿データとは別に添付すること。なお，図・表については白黒印刷において
も判読できるように極力配慮しておくこと。
　※データと違いがないかをプリントアウトした原稿で必ず確認すること。
６	．写真・図・表は本文中の挿入個所を明確に指定しておくこと。
７	．原図の大きさは特に制限はないが，B4版ぐらいまでが好ましい。原図はトレーサーが判断に迷わないよう，は
っきりしていて，まぎらわしいところは注記をされたい。
８	．文字は明確に書き，特に数式や記号などのうち，大文字と小文字，ローマ字とギリシャ文字，下ツキ，上ツ
キ，などで区別のまぎらわしいものは鉛筆で注記しておくこと。
　たとえば，

　など
９	．分数式は2行ないし3行にとり余裕をもたせて書くこと。
10	．数表とそれをグラフにしたものとの並載せはさけ，どちらかにすること。
11	．本文中に引用した文献は原典をそのまま揚げる場合は引用文に『　　　』を付し引用文献を本文中に記載す
る。孫引きの場合は，番号を付し，末尾に原著者名：原著論文表題，雑誌名，巻；頁～頁．年号，又は“引用者
氏名，年・号より引用”と明示すること。
12	．投稿の採否，掲載順は編集委員会に一任すること。
13	．掲載の分は稿料を呈す。
14	．別刷は，実費を著者が負担する。
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１．発足40周年を迎えた「農業土木技術研究会」
　	　本研究会は，全国の農業土木技術者の自主的な研究会です。その歴史は，昭和28年の「コンクリートダ
ム研究会」にまでさかのぼり，事業の展開方向に即して変遷してきました。現在の「農業土木技術研究
会」としても，平成21年度には発足40周年を迎えた歴史ある研究会です。

２．技術力向上に資する「農業土木技術研究会」
　	　本研究会は，時代のニーズを反映した事業の円滑な推進に必要な技術力の向上のため，農業農村整備事
業の計画・設計・施工事例や技術的検討内容などの現場技術情報の発信と交流を一貫して展開していま
す。
　	　研究会では，現場の技術報文を中心とした会誌「水と土」を年間3回発行し会員の皆様にお届けしてい
ます。また，時代に即した技術的な情報を提供する研修会も開催しています。

３．会員が支える「農業土木技術研究会」
　　本研究会の活動は，皆様の年会費によってまかなわれています。
　	　21世紀を迎え農業・農村の位置付けがますます重要になっている今日，本研究会に入会いただき，その
振興の基礎となる「農業土木技術」に根ざした研究会の活動を支えて頂ければ幸いです。会費は2,300円
です（会費は51年度より据置）。
　　入会の手続きは，研究会へ直接又は各職場の連絡員に会費を添えて申し込んで下さい。
　　申し込み様式は以下を参考にして下さい。

入会申し込み
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日
　私は農業土木技術研究会に入会します。
　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　
　　職場・所属：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　職場住所（会誌送付先）：〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　電話番号：　　　　　　　　　　　　　

き
り
と
り

〈農業土木技術研究会の変遷〉
　　昭和 28 年　「コンクリートダム研究会」の発足：会誌「コンクリートダム」の発刊
　　昭和 31 年　フィルダムを含めて「ダム研究会」に拡大：会誌「土とコンクリート」に変更
　　昭和 36 年　「水路研究会」の発足：会誌「水路」の発刊
　　昭和 45 年　両研究会の合併
　　　　　　　　「農業土木技術研究会」の発足：会誌「水と土」の発刊

問い合わせ先：農業土木技術研究会
	 〒105−0004　東京都港区新橋5−34−4
	 農業土木会館内	 TEL　03（3436）1960
	 	 FAX　03（3578）7176



—　　—80水と土　第170号　2013

FAX 宛先：農業土木技術研究会　03 － 3578 － 7176
★「水と土」をより充実したものとするため，下記様式であなたのご意見をお寄せ頂ければ幸いです。

１．本号（170 号）で興味をもたれた報文について記載下さい
　⑴　報文タイトル：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　⑵　興味を持たれた具体的内容
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．本号の編集についてご意見をお聞かせ下さい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．とりあげて欲しいテーマなど本誌に対するご意見やご要望をお書き下さい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所属：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「水と土」通信

でも歩き，それらが期せずしてメタボの解消につなが
りつつある事態になって，健康診断で医師に何度も説
かれた「継続した運動」の大切さに気付いた次第です。
　農業背番号を着けて二十有余年になりますが，今回
の出向が３回目となります。３回ともＮＮ事業とはつ
ながりの薄い部所への配属であり，ＮＮ事業や農業土
木技術の情報に触れる機会はなかなかありません。
　本誌のような，ＮＮ事業や農業土木技術にに関する
情報が満載の刊行物は，私のような出向者の情報源と
してはもとより，普段の執務参考資料としてとても有
用であると思いますので，末永く刊行が継続できるよ
う，微力ながらお手伝いさせていただきたいと思いま
す。

	（国土交通省	国土政策局	広域地方政策課　高橋孝広）

　私事ですが，本年４月より国土交通本省に出向を命
ぜられ，初めての単身赴任生活を送っています。
　ゴロゴロしてても文句を言われない生活を謳歌しつ
つ，日々の通勤に加え，休日には近郊の観光地や話題
の場所へも公共交通機関と自らの足を使って出かけて
行っては，毎日を有意義に過ごしているつもりです。
そのおかげか，かなりの存在感を醸していたお腹も
徐々に小さくなり，体重も標準体重にはまだ遠いもの
の，だいぶ減ってきました。
　生活の拠点を置く地方は完全な車社会で，どこに行
くにも何をするにも車に乗るのが普通になっていま
す。仕事でも現場に出向くには車に乗ることになり，
自分の足で長い距離を歩くことはありませんでした。
　四十も半ばを過ぎて，たまたま得た出向の機会に通
勤で歩くことを余儀なくされ，また，暇つぶしの散策

編 集 後 記

　　水 と 土 　　　　第170号
発　行　所　〒105−0004		東京都港区新橋5−34−4	 農 業 土 木 技 術 研 究 会
　　　　　　　　　　　　　　　　　農業土木会館内	 　TEL　03（3436）1960　振替口座　00180−5−2891
印　刷　所　〒161−8558		東京都新宿区下落合2−6−22	 一 世 印 刷 株 式 会 社
	 　TEL　03（3952）5651



宮　本　洋　一会　　長

松　本　政　嗣専務理事




	表紙
	目次
	報文内容紹介
	事務局よりお知らせ
	会員向けに「水と土」のWeb検索サービスについて
	巻頭文
	報　文
	相関法による小口径管路の漏水箇所調査について
	排水機場（排水樋管）建設工事における地盤改良について
	国営小田川二期地区における大沢内ため池護岸の改修事例について
	両総地区事業完了に向けての防災体制整備について－東日本大震災被災経験を糧として－
	洪水調整池流入部の水理模型実験について
	斎宮調整池建設における環境配慮について
	新堰頭首工のストックマネジメントについて
	平成25年４月13日の淡路島の地震によるため池の被害
	大規模地震に対する長大な既設農業用水路の耐震性調査

	歴史的土地改良施設
	技術情報紹介
	会告
	投稿規定
	会員の募集
	編集後記
	裏表紙



